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は
じ
め
に

　

江
戸
末
期
に
至
る
ま
で
、
各
地
の
神
社
の
多
く
に
は
、
そ
の
境
内
あ
る
い
は
付
近
に
別
当
寺
が
置
か
れ
、
社
僧
が
神
祇
の
た
め
に
修

法
や
読
経
を
勤
め
て
い
た
。

　

信
濃
国
一
宮
諏
訪
神
社
（
現
在
・
諏
訪
大
社
）
も
例
外
で
は
な
く
、
上
宮
（
現
在
・
上
社
）
と
下
宮
（
現
在
・
下
社
）
に
あ
わ
せ
て

七
つ
の
別
当
寺
が
置
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
上
宮
に
、神
宮
寺
（
以
下
、上
神
宮
寺
と
呼
ぶ
）、如
法
院
、蓮
池
院
、法
華
寺
の
四
ヶ
寺
が
、

下
宮
に
は
神
宮
寺
（
以
下
、
下
神
宮
寺
と
呼
ぶ
）、
三
精
寺
、
観
照
寺
の
三
ヶ
寺
が
あ
っ
た
。（
以
下
、
こ
れ
ら
七
ヶ
寺
を
総
称
す
る
場

合
、
諏
訪
社
神
宮
寺
と
呼
ぶ
。）
こ
の
う
ち
法
華
寺
の
み
が
臨
済
宗
、
他
の
六
ヶ
寺
は
真
言
宗
で
高
野
山
金
剛
頂
院
末
で
あ
っ
た
。

　

堂
塔
と
し
て
は
、
江
戸
末
期
の
時
点
で
、
上
神
宮
寺
に
普
賢
堂
・
鐘
楼
・
大
般
若
堂
・
二
王
門
、
如
法
院
に
如
法
堂
・
奉
納
堂
・
護

摩
堂
、
蓮
池
院
に
護
摩
堂
、
法
華
寺
に
五
重
塔
・
薬
師
堂
・
釈
迦
堂
・
二
王
門
が
あ
り
、
下
神
宮
寺
と
三
精
寺
に
千
手
堂
・
護
摩
堂
・

三
重
塔
・
鐘
楼
・
二
王
門
・
経
堂
・
法
納
堂
・
十
六
善
神
堂
、
さ
ら
に
観
照
寺
に
護
摩
堂
・
萩
原
薬
師
堂
・
子
安
堂
・
役
行
者
堂
な
ど
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が
あ
っ
た
と
い
う1

。

　

諏
訪
社
神
宮
寺
の
創
建
に
つ
い
て
、
良
弁
あ
る
い
は
空
海
の
開
山
と
す
る
伝
承
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
期
ま
で
は
遡
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
上
宮
の
普
賢
堂
・
鐘
楼
・
五
重
塔
な
ど
は
当
時
伊
那
郡
に
勢
力
を
持
っ
た
知
久
氏
の
再
建
と
伝
え
、
現
存
す
る

五
重
塔
鉄
製
伏
鉢
残
闕
に
は
延
慶
元
年(1308)

の
銘
が
あ
る2

。
ま
た
下
宮
三
精
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
阿
弥
陀
如
来
坐
像
も
伝
存
し
、

鎌
倉
期
前
半
の
慶
派
の
彫
刻
様
式
の
特
徴
を
よ
く
示
す
仏
像
と
さ
れ
る3

。そ
し
て
南
北
朝
期
に
諏
訪
円
忠(1295-1364)

が
作
っ
た『
諏

方
大
明
神
画
詞
』
に
は
、
上
神
宮
寺
で
の
四
月
八
日
の
花
会
、
下
神
宮
寺
で
の
二
月
十
五
日
の
常
楽
会
な
ど
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い

る4

。

　

ま
た
江
戸
期
の
下
神
宮
寺
に
つ
い
て
は
、
寛
保
二
年(1742)

に
下
神
宮
寺
第
三
十
八
世
憲
尚(?-1770)

が
江
戸
真
福
寺
に
提
出
し

た
『
起
立
書
』
が
現
存
し
、
縁
起
・
伽
藍
・
霊
宝
・
寺
宝
・
年
中
行
事
・
歴
代
先
師
・
山
内
門
徒
の
各
項
目
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
、

往
時
の
隆
盛
な
る
様
子
を
確
認
で
き
る5

。
こ
の
よ
う
に
、
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
信
頼
で
き
る
資
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
中
世
か
ら

近
世
に
お
い
て
、
確
か
に
諏
訪
社
神
宮
寺
が
存
在
し
、
諏
訪
地
方
有
数
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
明
治
元
年(1868)

、
新
政
府
が
出
し
た
神
仏
分
離
令
は
各
地
で
廃
仏
毀
釈
を
引
き
起
こ
し
、
諏
訪
社
神
宮
寺
も
す
べ
て

廃
寺
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
唯
一
、
上
宮
の
法
華
寺
は
明
治
年
中
に
復
興
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
の
六
ヶ
寺
に
つ
い
て
は
、
今
や
そ
の
所

在
さ
え
正
確
に
は
分
か
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
下
神
宮
寺
の
『
起
立
書
』
以
外
は
記
録
も
殆
ど
散
逸
し
、
各
寺
の
沿
革

を
詳
ら
か
に
す
る
便
宜
を
欠
い
て
い
る
。

　

た
だ
、
僅
か
な
が
ら
一
部
の
堂
塔
、
お
よ
び
仏
像
、
聖
教
、
什
物
等
が
、
諏
訪
郡
内
の
寺
院
等
を
中
心
に
移
転
さ
れ
現
存
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
詳
細
に
整
理
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
往
時
の
諏
訪
社
神
宮
寺
の
状
況
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
際
、
ま
ず
参
考
と
す
べ
き
は
、
鷲
尾
順
敬
氏
の
『
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
』（
以
下
、『
調
査
報
告
』
と
略
す
）
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で
あ
る
。
こ
れ
は
大
正
九
年(1920)

、
鷲
尾
氏
が
諏
訪
に
滞
在
し
、
関
係
諸
家
を
訪
問
し
て
調
査
し
た
も
の
で
、
江
戸
末
期
に
お
け

る
諏
訪
社
神
宮
寺
の
様
子
、
さ
ら
に
は
廃
仏
毀
釈
の
顛
末
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
昭
和
期
に
は
、
諏
訪
教
育
会
、
諏
訪
市
、
下
諏
訪
町
が
編
纂
し
た
歴
史
書
に
お
い
て
も
諏
訪
社
神
宮
寺
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

鷲
尾
氏
の
『
調
査
報
告
』
を
基
本
と
し
て
、
さ
ら
な
る
調
査
・
整
理
が
進
め
ら
れ
て
い
る6

。

　

し
か
し
、
基
本
的
な
資
料
不
足
は
否
め
ず
、
諏
訪
社
神
宮
寺
の
研
究
は
、
ま
だ
そ
の
途
上
に
あ
る
。
諸
処
に
散
在
す
る
資
料
を
丹
念

に
収
集
し
、
少
し
ず
つ
解
明
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
。

　

今
回
筆
者
は
、
長
野
県
諏
訪
市
の
萬
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
『
諏
訪
神
社
上
宮
神
宮
寺
世
代
』
一
幅
を
披
見
す
る
機
会
を
得
た
。
こ
れ

は
上
神
宮
寺
に
伝
来
し
た
法
流
図
の
掛
け
軸
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
上
神
宮
寺
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
や
住
職
に
関
し
て
断
片
的
に
は
知

ら
れ
て
い
た
が7

、こ
れ
を
通
観
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
本
史
料
に
は
上
神
宮
寺
に
相
承
さ
れ
た
中
院
流
の
血
脈
が
示
さ
れ
て
お
り
、

同
寺
の
略
史
や
人
的
系
譜
を
知
る
上
で
、
大
変
貴
重
な
基
礎
資
料
と
な
る
。
こ
こ
に
全
文
を
翻
刻
し
、
あ
わ
せ
て
上
神
宮
寺
の
歴
代
住

職
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

　

一
、
書
誌

　

萬
福
寺
蔵
『〔
諏
訪
神
社
上
宮
神
宮
寺
世
代
〕』。
写
本
一
幅
。
軸
装
。
掛
け
軸
寸
法
は
縦
一
八
六
・
四
糎
×
横
五
一
・
七
糎
。
本
紙
本

文
料
紙
は
楮
紙
。
本
紙
寸
法
は
縦
一
〇
六
・
七
糎
×
横
四
三
・
二
糎
。
表
紙
外
題
に「
中
院

　
　

当
山
世
代　

観
照
再
建

　
　

」
と
の
直
接
墨
書
が
あ
る
。

こ
の
記
載
に
よ
り
本
書
の
題
名
を
私
に
『〔
諏
訪
神
社
上
宮
神
宮
寺
世
代
〕』
と
呼
称
し
た
。
本
文
は
墨
書
で
、
系
図
線
は
朱
引
き
。
僧
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名
の
右
上
ま
た
は
左
上
に
は
、
墨
ま
た
は
朱
で
註
記
が
付
さ
れ
る
。
は
じ
め
の
書
写
者
は
江
戸
初
期
の
尊
能
。
そ
れ
以
降
、
何
人
か
に

よ
り
加
筆
訂
正
（
貼
り
紙
・
削
除
箇
所
あ
り
）
が
な
さ
れ
る
。
江
戸
後
期
に
観
照
が
再
表
装
。
最
後
の
伝
持
者
は
幕
末
か
ら
明
治
初
期

の
文
龍
で
あ
る
。

　

二
、
内
容

　

本
史
料
の
上
段
よ
り
、
大
日
如
来
、
金
剛
薩
埵
、
さ
ら
に
龍
猛
、
龍
智
、
金
剛
智
、
不
空
、
善
無
畏
、
一
行
、
恵
果
そ
し
て
弘
法
大

師
空
海
の
伝
持
の
八
祖
が
記
さ
れ
る
。
空
海
よ
り
真
雅
、
源
仁
と
続
き
、
益
信
以
下
、
広
沢
流
が
右
端
に
連
な
る
。
つ
ま
り
益
信
、
寛

平
、
寛
空
、
寛
朝
、
濟
信
、
性
信
、
寛
助
と
次
第
し
、
こ
こ
で
広
沢
六
流
に
分
か
れ
る
。
そ
の
内
、
仁
和
御
流
の
流
れ
が
右
端
に
続
き
、

覚
法
、
覚
性
、
守
覚
、
道
法
、
道
助
、
道
深
、
法
助
、
性
任
、
禅
助
、
寛
性(1289-1346)

へ
と
至
る
。
特
徴
と
し
て
は
、
西
院
流

祖
の
信
証
で
は
な
く
、
覚
法
よ
り
直
接
に
西
院
二
世
任
覚(1108-1181)

へ
と
続
く
法
流
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
任
覚
以
下
、
最
寛
、

宏
教
、元
喩
、頼
遍
、貞
雅
、俊
誉
へ
と
次
第
す
る
西
院
流
元
瑜
方
の
法
脈
が
記
さ
れ
、さ
ら
に
高
野
山
無
量
寿
院
の
長
覚(1340-1416)

、

同
院
の
長
任(1391-1483)

、
そ
し
て
覚
日
、
無
量
光
院
の
印
融(1435-1519)

、
覚
融
へ
と
至
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
小
野
流
は
聖
宝
よ
り
観
賢
、
淳
祐
、
元
杲
、
仁
海
、
成
尊
と
続
き
、
以
下
小
野
六
流
へ
と
続
く
。
さ
ら
に
成
尊
か
ら
中
院
御

房
明
算(1021-1106)

へ
受
け
継
が
れ
た
法
流
・
高
野
山
の
中
院
流
が
記
さ
れ
、
本
史
料
の
左
側
に
そ
の
系
譜
が
示
さ
れ
る
。
つ
ま

り
明
算
、
良
禅
、
兼
賢
、
定
賢
、
明
任
、
道
範
、
賢
定
、
仁
然
、
源
秀
、
玄
海
、
快
成
、
信
弘
へ
と
続
く
法
流
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
院

流
の
四
方
と
し
て
は
、
仁
然
の
系
譜
、
つ
ま
り
心
南
院
方
に
あ
た
る
。
宝
性
院
の
信
弘
の
の
ち
、
無
量
寿
院
の
頼
円(?-1403)

、
同
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院
の
長
覚(1340-1416)

、
重
深
、
無
量
寿
院
の
長
任(1391-1483)

へ
と
続
き
、
さ
ら
に
龍
光
院
の
任
学(?-1492)

、
同
院
の
昉

宥(?-1506)

、
同
院
の
覚
宥(1471-1546)

、
同
院
の
秀
尊(?-1580)

、
覚
弁
、
そ
し
て
金
剛
頂
院
の
栄
範(1580-1676)

へ
と
至
る
。

お
そ
ら
く
中
院
流
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
宝
門
で
相
承
さ
れ
る
院
家
相
承
で
は
な
く
、
寿
門
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
た
法
流
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
遡
っ
て
、
先
の
昉
宥
か
ら
分
流
し
、「
諏
訪
法
流
中
興
」
と
し
て
宥
誉
の
名
が
見
え
る
。
宥
誉
か
ら
は
上
神
宮
寺
の
僧
侶
と
考

え
ら
れ
、
本
史
料
の
下
段
部
に
左
か
ら
右
へ
と
、
頼
盛
、
祐
元
、
祐
鏡
、
清
雄
、
栄
範
、
宥
海
、
重
慶
、
尊
能
と
続
く
。
さ
ら
に
、
先

の
金
剛
頂
院
の
栄
範
か
ら
尊
能
へ
の
系
譜
も
示
さ
れ
て
お
り
、
尊
能
に
は
「
此
法
流
中
興
」
と
の
傍
注
が
あ
る
。
尊
能
以
下
は
、
忠
憲
、

宥
晃
、
宥
弁
、
宥
賢
、
宥
隆
、
宥
信
、
信
盛
、
観
理
、
観
銑
、
観
亮
、
観
秀
、
観
照
、
観
実
、
観
高
と
続
き
、
最
後
に
文
龍
と
記
さ
れ

て
い
る
。

　

な
お
本
史
料
に
は
、別
筆
で
右
上
に
「
神
宮
寺
開
山
良
弁
」、左
上
に
「
神
護
景
雲

元
年

開
基
清
丸
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
表
紙
に
は
、

「
中
院

　
　

当
山
世
代
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
段
に
連
な
る
宥
誉
以
下
は
、
単
に
中
院
流
の
血
脈
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を

相
承
し
た
上
神
宮
寺
の
歴
代
住
職
の
系
譜
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
史
料
に
記
さ
れ
た
法
流
を
概
説
す
れ
ば
、
上
段
の
真
言
八
祖
か
ら
始
ま
り
、
右
側
に
広
沢
流
、
左
側
に
小
野
流
、
野
沢
十
二
流
の

主
た
る
流
祖
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
沢
方
と
し
て
は
西
院
流
元
瑜
方
が
よ
り
詳
し
く
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
左
端
に
は
高
野
山
の
中

院
流
が
示
さ
れ
、
特
に
心
南
院
方
、
そ
し
て
無
量
寿
院
や
龍
光
院
な
ど
寿
門
に
ゆ
か
り
の
祖
師
が
続
い
て
お
り
、
こ
れ
が
本
系
図
の
主

た
る
法
流
と
な
る
。
そ
れ
は
縦
系
図
に
て
最
下
段
の
金
剛
頂
院
栄
範
に
至
り
、
さ
ら
に
横
系
図
へ
と
展
開
し
て
尊
能
に
連
な
る
。
あ
わ

せ
て
龍
光
院
昉
宥
か
ら
も
分
流
し
、
宥
誉
よ
り
尊
能
を
経
て
文
龍
に
至
る
ま
で
、
中
院
流
を
相
承
し
た
上
神
宮
寺
の
歴
代
住
職
が
最
下

段
に
横
系
図
に
て
連
な
っ
て
い
る
。
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三
、
伝
来

　

本
史
料
が
所
蔵
さ
れ
る
岩
窪
山
萬
福
寺
（
真
言
宗
智
山
派
・
も
と
仏
法
紹
隆
寺
門
徒
）
は
現
在
、
諏
訪
市
中
洲
に
所
在
す
る
が
、
か

つ
て
は
諏
訪
郡
上
桑
原
村
（
諏
訪
市
四
賀
普
門
寺
）
に
あ
り
、
隣
接
し
た
足
長
神
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る8

。
そ
の
開
基
は
不

明
で
あ
る
が
、
地
元
の
口
碑
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
普
門
院
と
い
う
大
寺
が
裏
山
の
中
腹
に
あ
り
、
い
つ
し
か
里
に
下
っ
て
萬
福
寺
と
寺

号
を
改
め
た
と
い
う
。
普
門
院
跡
か
ら
は
礎
石
と
見
ら
れ
る
大
石
が
出
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
が
、
詳
し
い
調
査
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

萬
福
寺
の
堂
内
に
は
、
中
興
第
一
世
と
さ
れ
る
「
法
印
権
大
僧
都
宥
弁
」
の
位
牌
が
あ
り
、
寛
文
十
一
年(1671)

十
二
月
二
十
日

入
寂
と
あ
る
。
こ
の
「
宥
弁
」
は
本
史
料
に
名
前
の
見
え
る
「
宥
弁
」
と
同
一
の
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
頃
に

萬
福
寺
は
、上
神
宮
寺
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
住
僧
に
つ
い
て
、尭
朝(?-1687)

、頼
永(?-1712)

、

興
玄(?-1721)

、
憲
応(?-1759)

、
春
丈(?-1759)

、
智
孝(?-1790)

、
憲
昌(

生
没
年
不
詳)

の
名
前
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
寛
政
七
年(1795)
の
『
寺
院
本
末
帳
』
に
よ
れ
ば9

、
近
隣
の
仏
法
紹
隆
寺11

（
高
野
山
真
言
宗
・
も
と
醍
醐
寺

無
量
寿
院
末
）
の
門
徒
寺
と
な
っ
て
お
り
、
上
神
宮
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

そ
う
し
た
萬
福
寺
に
、
な
ぜ
本
史
料
が
伝
来
す
る
か
と
言
え
ば
、
本
史
料
の
最
後
に
記
さ
れ
た
「
文
龍
」
の
所
持
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
文
龍(1802-1880)

は
、
も
と
上
神
宮
寺
の
僧
で
あ
っ
た
が
、
明
治
元
年(1868)

の
廃
寺
の
際
、
ま
ず
は
上
神
宮
寺
の
隠
寮

と
さ
れ
た
茅
野
市
玉
川
の
昌
林
寺
（
真
言
宗
智
山
派
・
も
と
上
神
宮
寺
末
）
に
移
り
、
さ
ら
に
明
治
八
年(1875)

七
十
四
歳
に
し
て
、

萬
福
寺
の
第
九
世
住
職
と
な
っ
て
い
る11

。
こ
の
時
、
本
史
料
に
加
え
て
、
上
宮
法
華
寺
所
領
の
五
重
塔
に
安
置
さ
れ
て
い
た
五
智
如
来

も
萬
福
寺
に
移
安
さ
れ
、
さ
ら
に
上
神
宮
寺
の
旧
檀
徒
の
一
部
も
萬
福
寺
に
移
行
し
て
い
る
。
文
龍
が
昌
林
寺
か
ら
萬
福
寺
へ
と
移
っ

た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
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な
お
本
史
料
は
、一
人
の
手
で
は
な
く
、何
代
か
に
亘
り
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。最
初
の「
大
日
」か
ら
下
段
中
央
の「
尊
能
」ま
で
は
、

同
一
人
物
の
筆
跡
で
あ
り
、
ま
ず
は
江
戸
初
期
に
尊
能
が
本
史
料
を
作
成
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
に
続
く
、「
忠
憲
」、「
宥
隆
」、「
宥
信
─
信
盛
─
観
理
─
観
銑
」、「
観
亮
」、「
観
秀
─
観
照
」、「
観
実
」、「
観
高
」、「
文
龍
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
筆
で
あ
る
。
ま
た
本
史
料
に
は
、
系
図
の
訂
正
が
三
箇
所
あ
り
、「
清
雄
─
栄
範
」、「
宥
晃
─
宥
弁
─
宥
賢
」、「
観
亮
」

は
、
い
ず
れ
も
「
何
某
」
の
上
に
紙
を
貼
り
、
そ
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
本
史
料
は
、
江
戸
初
期
に
金
剛
頂
院
の
栄
範
よ
り
中
院
流
を
受
け
た
上
神
宮
寺
の
尊
能
が
作
成
し
、
そ
の
後
約
二
百
年
間
、

上
神
宮
寺
に
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
複
数
の
手
に
よ
り
加
筆
・
訂
正
さ
れ
、
ま
た
江
戸
後
期
に
観
照
に
よ
っ
て
再

表
装
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
文
龍
に
よ
っ
て
、
萬
福
寺
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。

　

四
、
本
史
料
に
見
る
上
神
宮
寺
歴
代
住
職

　

宥
誉

　

本
系
図
に
お
い
て
、上
神
宮
寺
僧
と
し
て
は
じ
め
に
記
さ
れ
る
の
は
「
宥
誉
」
で
あ
る
。
昉
宥
の
付
法
の
弟
子
で
、「
諏
訪
法
流
中
興
」

と
註
記
さ
れ
る
。

　

宥
誉
の
師
匠
で
あ
る
昉
宥(?-1506)

は
、
上
野
国
の
人
で
、
高
野
山
龍
光
院
第
三
十
世
を
務
め
、
永
正
三
年(1506)

九
月
二
十
八

日
に
示
寂
し
た11

。
ま
た
本
史
料
に
示
さ
れ
る
「
任
学
─
昉
宥
─
覚
宥
─
秀
尊
」
は
、
こ
の
順
に
て
龍
光
院
の
第
二
十
九
世
か
ら
三
十
二

世
に
該
当
す
る
。
こ
の
う
ち
、
昉
宥
、
覚
宥
、
秀
尊
は
、
と
も
に
上
野
の
人
と
い
う11

。
ま
た
秀
尊(?-1580)

は
、
天
正
四
年(1576)
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に
高
野
山
第
二
百
七
世
寺
務
検
校
に
就
き
、
三
年
間
こ
れ
を
務
め
て
い
る11

。

　

昉
宥
ら
が
住
し
た
龍
光
院
は
本
中
院
谷
に
あ
り
、
弘
法
大
師
が
在
山
し
た
時
の
住
坊
と
さ
れ
、
中
院
御
坊
と
称
さ
れ
た
。
中
院
御

房
明
算(1021-1106)

が
こ
こ
に
在
住
し
、
如
意
宝
珠
を
戴
い
た
神
龍
が
池
中
に
出
現
し
た
こ
と
か
ら
、
龍
光
院
に
改
め
た
と
い
う11

。

後
に
龍
光
院
は
無
量
寿
院
門
中
の
法
談
所
と
な
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
寿
門
の
中
で
も
重
要
な
院
家
と
さ
れ
た
。

　

本
史
料
の
示
す
法
流
も
、
無
量
寿
院
、
龍
光
院
の
住
僧
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
宝
門
で
相
承
さ
れ
る
院
家
相
承
で
は
な

く
、
寿
門
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
た
法
流
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
法
流
を
宥
誉
が
昉
宥
よ
り
授
か
っ
た
の
は
、
昉
宥
の
寂
年
か
ら
し

て
、
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
初
め
頃
が
目
安
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
龍
光
院
の
末
寺
に
つ
い
て
、
天
保
十
年(1839)

に
完
成
し
た
『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
は
、
大
和
に
二
院
、
河
内
に
一
院
、
武

蔵
に
二
院
、
信
濃
に
十
七
院
、
上
野
に
八
院
、
陸
奥
に
一
院
、
出
羽
に
四
院
、
越
前
に
一
院
、
越
後
に
三
院
、
播
磨
に
九
院
、
伊
予
に

一
院
と
あ
り11

、
江
戸
期
に
お
い
て
、
龍
光
院
は
特
に
信
濃
、
上
野
、
播
磨
な
ど
と
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
元
年(1989)

七
月
に
発
見
さ
れ
た
上
神
宮
寺
住
職
墓
石
に
は11

、「
宥
誉
永
禄
年
中
命
日
不
知
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、

お
よ
そ
宥
誉
は
十
五
世
紀
後
半
か
ら
永
禄
年
間(1558-1570)

の
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
そ
れ
以
前
と
し
て
は
、「
祐
憲
大
永
四
年
甲　

　

申

四
月
十
六
日
」、「
祐
慶
命
日
不
知
」、「
尊
朝
仏
法
寺
住
故
命
日
不
知
」、「
宥
雅
文

禄
三
年
甲　

　

午

八
月
七
日
」
と
刻
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
宥
誉
以
前
の
上
神
宮
寺
の
住
職
は
、
祐
憲(?-1524)

ま
で
遡
っ
て
確
認
さ
れ
、
さ

ら
に
祐
慶
、
尊
朝
、
宥
雅(?-1594)

と
続
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

頼
盛

　
「
宥
誉
」
に
続
く
「
頼
盛
」
の
「
頼
」
字
は
、紙
を
貼
っ
て
訂
正
さ
れ
て
お
り
、傍
に
朱
書
で
「
諏
方
氏
ヨ
リ
賜
頼
字
頼
盛
」
と
あ
る
。
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戦
国
期
、
諏
訪
郡
を
治
め
た
の
は
諏
訪
惣
領
家
の
頼
満(1473-1539)

、
頼
重(1516-1542)

で
あ
っ
た
。
頼
満
は
戦
術
や
外
交

に
秀
で
、
積
極
的
に
領
土
を
拡
大
し
、
諏
訪
氏
中
興
の
英
守
と
称
さ
れ
た
。
ま
た
孫
の
頼
重
も
文
武
両
道
の
達
人
と
さ
れ
た
が11

、
天
文

十
一
年(1542)

甲
斐
の
武
田
晴
信
（
信
玄
）
の
侵
攻
に
よ
り
滅
亡
す
る
。

　

そ
の
後
、
諏
訪
地
方
は
武
田
氏
の
統
治
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
晴
信(1521-1578)

と
勝
頼(1546-1582)

は
寺
社
に
も
尊
信

的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
上
宮
の
諸
寺
に
つ
い
て
は
、
晴
信
が
天
文
十
一
年(1542)

に11

、
勝
頼
が
天
正
五
年(1577)

に
出
し
た
安
堵
状

が
残
さ
れ
て
い
る11

。

　

さ
ら
に
、
天
正
十
年(1582)
に
は
、
織
田
氏
が
武
田
征
伐
の
た
め
諏
訪
に
攻
め
入
っ
た
。
こ
の
時
、
信
忠
は
諏
訪
神
社
上
宮
の
拝

殿
は
じ
め
伽
藍
に
火
を
放
っ
た
と
い
う
。11

ま
た
遅
れ
て
諏
訪
に
入
っ
た
信
長
は
、
上
宮
の
法
華
寺
を
本
陣
と
し
た
と
さ
れ
る
。

　

織
田
氏
が
諏
訪
へ
攻
め
入
っ
た
そ
の
年(1582)

、
信
長
と
信
忠
は
本
能
寺
に
て
自
害
し
た
。
諏
訪
で
は
す
ぐ
に
頼
重
の
従
兄
弟
に

当
た
る
頼
忠(1536-1606)

が
興
起
し
て
い
る
。
頼
忠
は
徳
川
家
康
に
服
属
し
て
諏
訪
の
領
有
が
認
め
ら
れ
、
天
正
十
一
年(1583)

に
諏
訪
神
社
上
宮
の
上
坊
に
安
堵
状
を
出
し11

、
翌
十
二
年(1584)

六
月
十
五
日
に
は
織
田
氏
の
兵
火
に
よ
り
損
な
わ
れ
た
上
宮
の
神

輿
を
再
造
し
て
い
る11

。

　

な
お
、
上
神
宮
寺
住
職
墓
石
に
は
、「
頼
盛
天
正
十
八
庚　

　

寅

十
一
月
八
日
」
と
あ
り
、
そ
の
示
寂
は
天
正
十
八
年(1590)

と
さ
れ
る
。

先
代
の
宥
誉
は
永
禄
年
間(1558-1570)

に
示
寂
し
て
お
り
、
そ
の
後
に
頼
盛(?-1590)

が
上
神
宮
寺
を
継
い
だ
と
す
れ
ば
、
年
代

的
に
見
て
、
頼
盛
に
「
頼
」
字
を
授
け
た
の
は
、
諏
訪
頼
忠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

祐
元

　

次
の
「
祐
元
」
に
は
特
に
註
記
は
な
い
。
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諏
訪
市
四
賀
の
仏
法
紹
隆
寺
に
は
、
諏
訪
神
社
上
宮
よ
り
伝
来
し
た
紺
紙
金
字
『
法
華
経
』
巻
第
八
が
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
奥
書
に
は

「
奉
納
上
諏
方
御
宝
殿
、
神
宮
寺
時
之
住
寺
祐
元
法
印
大
和
尚
位
、
于
時
天
正
十
二
年
甲　

　

申

六
月
十
五
日
」
と
記
さ
れ
る11

。
先
に
述
べ
た

頼
忠
に
よ
る
上
宮
神
輿
再
造
と
同
日
に
、
祐
元
は
『
法
華
経
』
を
奉
納
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
上
神
宮
寺
住
職
墓
石
に
は
、「
祐

光
慶
長
八
癸
卯
十
二
月
十
九
日
」
と
あ
る
が
、「
光
」
は
「
元
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
そ
の
示
寂
は
慶
長
八
年(1603)

と
さ
れ
る
。

　

祐
鏡

　

さ
ら
に
「
祐
鏡
」
へ
と
続
き
、「
法
流
此
代
退
転
」
と
の
註
記
が
あ
る
。

　

ま
た
上
神
宮
寺
住
職
墓
石
に
は
、「
祐
鏡
命
日
不
知
」
と
あ
っ
て
、
寂
年
は
不
明
で
あ
る
。

　

清
雄

　
「
祐
鏡
」
の
次
は
、
も
と
も
と
は
「
何
某
」
か
の
僧
名
が
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
後
に
紙
を
貼
っ
て
「
清
雄
─
栄
範
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
「
宥
海
」
と
先
の
「
祐
鏡
」
は
同
筆
で
あ
る
か
ら
、
本
史
料
が
作
成
さ
れ
た
後
に
、
訂
正
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
上
神
宮
寺
住
職
墓
石
に
は
、「
清
雅
元
和
八
年
壬　

　

戌

三
月
二
十
七
日
」
と
あ
る
が
、「
雅
」
は
「
雄
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

示
寂
は
元
和
八
年(1622)

と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
下
神
宮
寺
の
『
起
立
書
』
に
よ
れ
ば11

、
か
つ
て
当
寺
の
僧
坊
に
南
光
坊
が
あ
り
、
そ
の
世
代
録
に
「
清
雄
、
天
正
ノ
時

(1573-1592)

住
、寂
日
不
知
」と
伝
え
る
。南
光
坊
は
天
正
か
ら
慶
長(1596-1615)

に
か
け
て
退
転
し
た
も
の
の
、寛
保
二
年(1742)

の
時
点
で
は
旧
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
。
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南
光
坊
と
上
神
宮
寺
の
清
雄
は
、
年
代
的
に
見
て
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
先
の
祐
鏡
に
は
「
法
流
此
代
退
転
」
の
註
記
が
あ

り
、そ
の
次
の
「
何
某
」
は
訂
正
さ
れ
て
、「
清
雄
─
栄
範
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、祐
鏡
の
付
法
の
弟
子
で
は
な
か
っ

た
清
雄
が
、
上
神
宮
寺
住
職
に
就
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
両
者
が
同
一
の
可
能
性
は
、
む
し
ろ
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。

　

栄
範

　
「
栄
範
」
に
註
記
は
な
く
、
他
に
伝
も
見
え
ず
、
不
詳
で
あ
る
。

　

宥
海

　
「
宥
海
」
に
は
「
寺
建
立
」
と
註
記
さ
れ
る
。

　

諏
訪
頼
忠
の
息
子
・
頼
水(1571-1641)
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
功
績
に
よ
り
、
慶
長
六
年(1601)

に
悲
願
で
あ
っ
た
諏
訪
藩
へ

の
帰
封
を
果
た
し
た
。
頼
水
は
寛
永
十
七
年(1640)
ま
で
初
代
藩
主
を
務
め
、
元
和
三
年(1617)

に
は
上
宮
の
社
殿
を
再
興
し
て
い

る
。
そ
の
時
の
棟
札
に
は
、「
夫
再
興
御
殿
、
奉
安
置
普
賢
垂
迹
」
と
記
さ
れ11

、
諏
訪
大
明
神
の
本
地
仏
・
普
賢
菩
薩
を
安
置
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

　

宥
海
に
よ
る
寺
建
立
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
年
代
的
に
見
て
、
諏
訪
頼
水
の
治
世
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

重
慶

　

続
く
「
重
慶
」
に
は
特
に
註
記
は
な
い
。
他
に
伝
も
見
え
ず
、
不
詳
で
あ
る
。
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尊
能

　

次
の
「
尊
能
」
に
は
、
一
方
の
「
栄
範
」
か
ら
も
系
図
線
が
引
か
れ
、「
此
代
法
流
中
興
」
お
よ
び
「
神
変
山
改
（
別
筆
）」
と
註
記

さ
れ
て
い
る
。

　

十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
初
め
頃
、
宥
誉
が
昉
宥
よ
り
受
け
た
中
院
流
は
祐
鏡
の
代
に
退
転
し
た
が
、
江
戸
期
に
入
り
尊
能
が

栄
範
よ
り
再
び
中
院
流
を
受
け
、
上
神
宮
寺
の
法
流
を
中
興
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
神
宮
寺
の
山
号
「
神
変
山
」
は
、

こ
の
尊
能
の
代
に
改
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

尊
能
の
師
匠
で
あ
る
金
剛
頂
院
の
栄
範(1580-1676)

は
、
字
は
教
乗
、
筑
前
国
原
田
郷
の
人
で
、
十
四
歳
で
同
州
の
雷
山
に
登

り
、
さ
ら
に
二
十
四
歳
で
高
野
山
の
南
院
に
学
ぶ
と
い
う
。
慶
長
十
九
年(1614)

の
大
坂
冬
の
陣
に
際
し
、
山
衆
よ
り
選
ば
れ
て
軍

営
に
使
し
、
両
軍
の
和
親
を
奏
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
高
野
山
金
剛
頂
院
に
入
職
し
、
高
野
山
第
二
百
四
十
七
世
寺
務
検
校
義
英

(1583-1657) 11

に
従
っ
て
両
部
灌
頂
を
受
け
、
万
治
二
年(1659)

に
同
第
二
百
五
十
世
寺
務
検
校
に
補
し
、
一
年
間
そ
の
任
に
あ
り
、

延
宝
四
年(1676)

に
遷
化
し
て
い
る11

。

　

栄
範
が
住
し
た
金
剛
頂
院
は11

、明
治
十
二
年(1879)
に
堂
宇
を
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
が11

、か
つ
て
千
手
院
谷
に
あ
り
、南
に
寂
静
院
、

北
に
普
賢
院
と
隣
接
し
て
い
た
。
西
に
河
が
あ
っ
て
路
に
通
じ
、
東
に
峰
が
聳
え
て
山
水
の
雅
致
に
富
み
、
坪
数
は
都
て
九
百
四
十
八

坪
と
い
う
。
そ
の
開
基
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
興
は
仁
和
寺
慈
尊
院
の
隆
遍(1145-1205)

と
さ
れ
、
所
以
あ
っ
て
当
院
に
棲

息
し
た
と
伝
え
る
。
た
だ
し
、高
野
山
の
主
な
塔
頭
寺
院
を
記
し
た
鎌
倉
後
期
成
立
の
大
楽
院
信
堅(1259-1322)

撰
『
信
堅
院
号
帳
』

に
金
剛
頂
院
の
名
称
は
見
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
文
明
五
年(1473)

多
聞
院
重
義
が
撰
し
た
『
高
野
山
本
院
』
に
も
金
剛
頂
院
の
名
称
は
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見
当
た
ら
な
い11

。
一
方
で
、
智
積
院
蔵
『
孝
養
集
』
奥
書
に
は
、「
応
永
二
十
年
癸　

　

巳(1413)

三
月
三
日
、
高
野
山
千
手
院
ノ
内
金
寸
頂

院
ニ
テ
書
ス
、
金
剛
末
資
乗
海
之
」
と
あ
り11

、「
金
寸
頂
院
」
は
「
金
剛
頂
院
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
『
続
宝
簡
集
』
に
収

録
さ
れ
る
文
安
五
年(1448)

の
「
千
手
院
陀
羅
尼
講
衆
評
定
書
」
に
「
金
剛
頂
院
惠
義
」
と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
文
明
五
年(1473)

の
「
千
手
院
々
主
渡
日
記
」
に
記
さ
れ
る
「
千
手
院
山
堂
御
修
堂
荘
厳
頭
文
之
事
」
に
も
「
金
剛
頂
院
」
と
あ
る
こ
と
か
ら11

、
少
な
く

と
も
千
手
院
谷
金
剛
頂
院
の
存
在
を
十
五
世
紀
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

栄
範
は
金
剛
頂
院
に
入
職
後
、
焼
失
し
て
い
た
歴
代
住
持
の
過
去
帳
を
調
べ
て
作
り
直
し
、
ま
た
真
然
僧
正
の
木
造
を
改
造
し
て
廟

堂
に
安
置
す
る
な
ど
、
江
戸
初
期
に
当
院
を
復
興
し
て
い
る
。

　

な
お
金
剛
頂
院
の
末
寺
に
つ
い
て
、天
保
十
年(1839)

に
完
成
し
た
『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、大
和
に
一
院
、甲
斐
に
十
六
院
、

信
濃
に
二
十
ヶ
寺
、
備
前
に
五
院
、
筑
前
に
三
院
が
あ
っ
た
と
さ
れ11

、
特
に
甲
斐
や
信
濃
と
関
係
が
深
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
も
上
神
宮
寺
は
、
朱
印
地
の
石
高
、
末
寺
・
門
徒
寺
の
数
か
ら
し
て
最
大
規
模
の
末
寺
で
あ
っ
た11

。

　

と
こ
ろ
で
、
本
史
料
は
金
剛
頂
院
の
栄
範
か
ら
尊
能
へ
の
中
院
流
の
付
法
を
示
し
て
い
る
が
、
同
様
に
栄
範
か
ら
下
神
宮
寺
の
住
僧

へ
も
中
院
流
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
下
神
宮
寺
第
三
十
世
憲
瑜(?-1671)

は
、
明
暦
四
年(1658)

七
月

に
高
野
山
に
登
り
、
栄
範
よ
り
中
院
一
流
の
深
旨
を
授
か
り
、
さ
ら
に
万
治
三
年(1660)

正
月
に
は
再
び
栄
範
よ
り
引
摂
院
方
と
心

南
院
方
の
両
流
の
印
可
を
受
け
て
い
る11

。

　

ま
た
下
神
宮
寺
の
『
起
立
書
』
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
当
寺
の
僧
坊
に
千
手
坊
が
あ
り
、
そ
の
世
代
録
に
「
尊
能
、
三
精
寺
慶
尊
ノ
弟

子
也
、
後
三
精
寺
ニ
転
住
ス
、
寂
正
保
丁　

　

亥

正
月
十
七
日
」
と
伝
え
る11

。
千
手
坊
も
天
正
か
ら
慶
長(1596-1615)

に
か
け
て
退
転
し

た
も
の
の
、
寛
保
二
年(1742)

の
時
点
で
は
旧
跡
が
あ
っ
た
と
い
う11

。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
千
手
坊
の
住
僧
に
「
尊
能
」
の
名
が
見

ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
千
手
坊
尊
能
は
下
宮
三
精
寺
慶
尊
の
弟
子
で
、
後
に
三
精
寺
住
職
と
な
り
、
正
保
四
年(1647)

に
示
寂
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し
た
と
い
う
。

　

千
手
坊
尊
能
と
、
本
史
料
の
「
尊
能
」
と
は
、
年
代
的
に
は
同
一
で
あ
っ
て
お
か
し
く
な
い
。
ま
た
千
手
坊
尊
能
の
師
匠
・
慶
尊

(?-1677) 
は
、
慶
安
二
年(1649) 

に
茅
野
市
玉
川
の
長
円
寺
（
真
言
宗
智
山
派
・
も
と
金
剛
頂
院
末
）
を
建
立
し
て
い
る
が
、
そ
の

寺
伝
に
よ
れ
ば
、
慶
尊
は
金
剛
頂
院
よ
り
法
流
を
受
け
た
と
い
う11

。
よ
っ
て
、
千
手
坊
尊
能
と
上
神
宮
寺
尊
能
が
同
一
で
あ
る
可
能
性

は
、
む
し
ろ
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
上
神
宮
寺
の
宥
誉
は
龍
光
院
昉
宥
よ
り
中
院
流
を
受
け
た
が
、
後
に
そ
の
法
流
は
退
転
し
、
尊

能
は
改
め
て
金
剛
頂
院
栄
範
よ
り
中
院
流
を
受
け
た
。
尊
能
が
金
剛
頂
院
と
関
わ
り
を
も
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
師
匠
の
慶
尊
に
由
来

す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
尊
能
は
下
宮
三
精
寺
慶
尊
の
弟
子
で
、
下
宮
の
千
手
坊
・
三
精
寺
を
経
て
、
上
神
宮
寺
に
移
り
、
そ

の
法
流
を
中
興
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

な
お
本
史
料
の
筆
跡
か
ら
し
て
、最
初
の「
大
日
」か
ら「
尊
能
」ま
で
は
、同
一
人
物
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、「
大

日
」
か
ら
右
端
の
仁
和
御
流
の
「
寛
性
」、
中
央
右
の
西
院
流
の
「
覚
融
」、
そ
し
て
左
端
の
中
院
流
の
「
覚
弁
」
ま
で
は
、
同
一
人
が

同
時
期
に
書
い
た
も
の
で
、
下
段
左
下
の
「
栄
範
」
よ
り
「
尊
能
」
ま
で
は
、
同
人
が
別
時
期
に
書
い
た
と
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
最
後
に
記
さ
れ
た
尊
能
が
本
史
料
の
成
立
に
深
く
関
わ
る
人
物
と
目
さ
れ
る
。

　

加
え
て
、
諏
訪
市
湖
南
の
善
光
寺
（
真
言
宗
智
山
派
・
も
と
金
剛
頂
院
末
、
と
き
に
如
法
院
末
）
所
蔵
の
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
の

奥
書
に
、「
寛
永
八
辛　

　

未

年
点
朱
細
書
表
紙
ノ

分
於
智
積
院
尊
能
作
之
」
と
あ
り
、
尊
能
は
寛
永
八
年(1631)

に
智
積
院
に
て
、
本
書
に

朱
点
・
細
書
を
付
し
、
表
紙
を
改
装
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
尊
能
自
筆
書
入
の
筆
跡
と
、
本
史
料
の
「
大
日
」
よ
り
「
尊
能
」

ま
で
の
筆
跡
は
近
似
し
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
江
戸
初
期
に
栄
範
よ
り
中
院
流
を
授
か
り
、
上
神
宮
寺
の
法
流
を
中
興
し
た
尊
能
そ
の
人
が
、
ま
ず
は
本
史
料
を
作
成
し

た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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忠
憲

　

次
に
「
忠
憲
」
と
あ
り
、
朱
書
で
「
此
代
諏
方
氏
ヨ
リ
賜
忠
字
」
と
註
記
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
諏
訪
藩
主
と
し
て
は
、
第
二
代
忠
恒(1595-1657)

、
第
三
代
忠
晴(1639-1695)

が
あ
る
。
忠
憲
は
諏
訪
氏
よ
り
「
忠
」

の
字
を
賜
っ
て
い
る
が
、
年
代
か
ら
す
る
と
、
忠
恒
よ
り
賜
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　

諏
訪
忠
恒
は
、
上
宮
に
鉄
塔
を
復
興
し
て
寄
進
し
た
人
物
と
目
さ
れ
て
い
る
。
上
宮
の
鉄
塔
は
、
鉄
塔
と
言
う
も
の
の
石
造
で
、
全

高
二
七
〇
米
に
及
ぶ
。
は
じ
め
空
海
が
創
建
し
、
の
ち
に
源
頼
朝
が
再
興
し
た
と
伝
承
さ
れ
、
上
宮
の
内
陣
に
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て

い
た
。
廃
仏
毀
釈
の
後
に
、
藩
主
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
諏
訪
市
湯
ノ
脇
の
温
泉
寺
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）
に
移
安
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

前
部
に
は
鉄
扉
が
取
り
付
け
ら
れ
、
そ
こ
に
は
銘
文
が
刻
ま
れ
る
が
、
摩
滅
し
て
判
読
が
難
し
い
。
一
説
に
は
「
寛
永
八
年(1631)

未
年
諏
訪
出
雲
守
平
忠
澄
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る11

。
な
お
忠
澄
と
は
忠
恒
の
改
名
以
前
の
名
前
で
あ
る11

。
ま
た
忠
恒
の
治
世
、
慶
安
元

年(1648)

に
は
、
徳
川
家
光
の
寺
社
政
策
に
よ
り
、
朱
印
地
と
し
て
上
宮
千
石
、
下
宮
五
百
石
の
社
領
が
認
め
ら
れ
て
い
る11

。

　

ま
た
先
に
挙
げ
た
下
神
宮
寺
の
憲
瑜
も
、
忠
恒
よ
り
帰
依
を
受
け
、
長
年
そ
の
祈
願
を
勤
修
し
た
と
い
う11

。
諏
訪
藩
主
と
諏
訪
社
神

宮
寺
僧
と
の
関
係
も
、
概
ね
良
好
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

宥
晃

　
「
忠
憲
」
に
続
い
た
で
あ
ろ
う
「
何
某
」
の
上
に
は
紙
が
貼
ら
れ
、
そ
こ
に
「
宥
晃
─
宥
弁
─
宥
賢
」
の
三
人
の
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ

細
く
記
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
「
宥
隆
」
は
先
の
「
忠
憲
」
と
明
ら
か
に
別
筆
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
「
宥
隆
」
が
書
き
加
え
ら
れ

た
後
に
、「
何
某
」
の
僧
名
が
先
の
三
人
へ
と
訂
正
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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こ
の
う
ち
「
宥
晃
」
は
、
下
神
宮
寺
第
二
十
九
世
の
「
宥
晃
」
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
下
神
宮
寺
の
宥
晃(?-1655)

は
、
下

諏
訪
郡
に
生
ま
れ
、
寛
永
二
十
年(1643)

に
高
野
山
に
登
り
、
西
禅
院
に
て
覚
運(?-1650)

よ
り
中
院
流
を
受
け
て
い
る11

。
な
お
覚

運
は
、
同
十
八
年(1641)

よ
り
一
年
間
、
高
野
山
第
二
百
四
十
世
寺
務
検
校
を
務
め
た11

。
宥
晃
は
そ
の
後
、
下
神
宮
寺
に
庫
裏
を
造

営
し
、
の
ち
に
山
内
の
真
乗
坊
に
退
休
し
、
明
暦
元
年(1655)

に
示
寂
し
た
と
い
う
。

　

年
代
的
に
見
れ
ば
、本
史
料
の
「
宥
晃
」
と
下
神
宮
寺
の
宥
晃
が
同
一
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
ま
た
本
史
料
は
初
め
、「
忠
憲
」

の
後
に
「
何
某
」
が
記
さ
れ
、
後
に
な
っ
て
「
宥
晃
─
宥
弁
─
宥
賢
」
と
訂
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
法
流
の
相

承
に
何
か
し
ら
の
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
す
れ
ば
、
西
禅
院
に
て
覚
運
よ
り
中
院
流
を
受
け
た
下
神
宮
寺
ゆ
か
り
の
宥

晃
が
、
忠
憲
に
次
い
で
上
神
宮
寺
の
住
職
に
な
っ
た
可
能
性
は
む
し
ろ
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宥
弁

　

ま
た
「
宥
弁
」
に
関
し
て
、
本
史
料
が
所
蔵
さ
れ
る
萬
福
寺
に
「
法
印
権
大
僧
都
宥
弁
」
の
位
牌
が
あ
り
、
そ
の
示
寂
は
寛
文
十
一

年(1671)

十
二
月
二
十
日
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
茅
野
市
豊
平
の
真
徳
寺（
真
言
宗
智
山
派
・
も
と
金
剛
頂
院
末
）第
三
世
に
も「
宥

弁
」
が
あ
り
、
同
年
の
示
寂
と
さ
れ
る11

。
よ
っ
て
萬
福
寺
と
真
徳
寺
の
宥
弁
は
同
一
人
物
と
見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
宥
弁
と
本
史
料
の
「
宥
弁
」
が
同
一
で
あ
る
か
は
、俄
に
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、年
代
的
に
は
十
分
に
可
能
性
が
あ
る
。

　

宥
賢

　

さ
ら
に
「
宥
賢
」
に
関
し
て
は
、
諏
訪
市
湖
南
の
善
光
寺
（
真
言
宗
智
山
派
・
も
と
金
剛
頂
院
末
、
と
き
に
如
法
院
末
）
所
蔵
の
『
過

去
帳
十
四
世
法
印
尊
智
』「
十
八
日
」
項
に
、「
戊
辰
十
一
月
、
法
印
宥
賢
、
上
ノ

神
宮
寺
住
、
導
師
当
寺
尊
智
」
と
あ
り
、
宥
賢
は
確
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か
に
上
神
宮
寺
住
職
で
、元
禄
元
年(1688)

十
一
月
十
八
日
に
示
寂
し
、そ
の
時
の
導
師
は
善
光
寺
第
十
四
世
尊
智(?-1695)

で
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
善
光
寺
に
は
、
尊
智
が
授
か
っ
た
許
可
印
信
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
尊
智
は
寛
文
二
年

(1662)
、
金
剛
頂
院
栄
範
よ
り
中
院
流
を
受
け
て
い
る
。
本
史
料
の
尊
能
、
先
に
述
べ
た
下
神
宮
寺
の
憲
瑜
に
続
い
て
、
善
光
寺
の
尊

智
も
栄
範
よ
り
中
院
流
を
授
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
善
光
寺
は
金
剛
頂
院
末
で
あ
っ
た
が
、
延
宝
三
年(1675)

の
末
寺
改

め
に
よ
り
、
上
宮
如
法
院
の
宥
雄
は
、
善
光
寺
を
自
院
の
末
寺
と
し
て
真
言
宗
新
義
派
の
触
頭
に
書
上
を
提
出
し
た
と
い
う
。
尊
智
も

高
齢
に
よ
り
異
議
を
申
し
立
て
ず
、再
び
善
光
寺
が
金
剛
頂
院
末
に
復
す
る
の
は
、嘉
永
五
年(1852)

の
第
二
十
七
世
観
吽(?-1882)

の
代
で
あ
っ
た11

。

　

ま
た
岡
谷
市
本
町
の
照
光
寺
（
真
言
宗
智
山
派
・
も
と
下
神
宮
寺
末
）
第
八
世
に
も
「
宥
賢
」
の
名
が
見
え
、
そ
の
示
寂
は
元
禄
元

年(1688)

十
一
月
十
八
日
と
さ
れ
る11

。
寂
年
月
日
が
同
じ
で
あ
り
、
照
光
寺
と
上
神
宮
寺
の
宥
賢
は
、
同
一
人
物
と
見
て
差
し
支
え

な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
宥
賢
は
下
神
宮
寺
の
法
系
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
と
い
う11

。
つ
ま
り
、
先
の
宥
晃(?-1655)

（
下
神
宮
寺

二
十
九
世
）
か
ら
、
宥
慶(?-1656)

（
下
神
宮
寺
門
徒
本
覚
坊
第
九
世
）、
祐
円(?-1680)

（
本
覚
坊
第
十
二
世
、
の
ち
照
光
寺
七
世
）

と
続
き
、
宥
賢
は
そ
の
弟
子
に
あ
た
る
。
宥
賢
が
示
寂
し
た
年
、
同
じ
く
祐
円
の
弟
子
の
宥
仙(?-1708)

が
照
光
寺
第
九
世
を
継
い

で
い
る
か
ら
、
宥
賢
は
寂
年
ま
で
照
光
寺
住
職
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
先
に
見
た
善
光
寺
の
『
過
去
帳
十
四
世
法
印
尊
智
』

に
も
「
上
ノ

神
宮
寺
住
」
と
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
両
寺
を
兼
帯
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

先
の
宥
晃
は
高
野
山
西
禅
院
に
て
覚
運
よ
り
中
院
流
を
受
け
た
。そ
し
て
宥
賢
も
そ
の
法
脈
に
連
な
る
下
神
宮
寺
系
の
僧
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
当
初
、本
史
料
は
金
剛
頂
院
栄
範
に
由
来
す
る
血
脈
を
示
す
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、「
尊
能
─
忠
憲
─
何
某
─
宥
隆
」と
あ
っ

た
が
、
後
に
本
史
料
が
中
院
流
に
連
な
る
上
神
宮
寺
の
歴
代
住
職
の
系
譜
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、「
何
某
」
の
上
に
紙
が
貼

ら
れ
、「
宥
晃
─
宥
弁
─
宥
賢
」
が
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
察
す
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
後
述
す
る
よ
う
に
、
観
銑
の
頃
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で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

宥
隆

　

続
く
「
宥
隆
」
は
、
そ
れ
以
前
と
筆
が
異
な
り
、
宥
隆
自
身
か
、
あ
る
い
は
後
世
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

「
此
代
大
師
堂
建
立
」
の
註
記
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
他
の
尊
能
以
前
の
註
と
は
別
筆
で
あ
る
。

　

文
化
二
年(1805)
発
刊
の『
木
曽
路
名
所
図
会
』に
載
せ
る「
上
諏
訪
神
宮
寺
」境
内
図
に
は
、二
王
門
に
入
っ
て
左
手
に「
大
師
堂
」

が
描
か
れ
、「
大
師
堂
。
釈
迦
堂
の
西
に
あ
り
、
弘
法
大
師
を
安
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る11

。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
、
宥
隆
の
建
立
し
た
大

師
堂
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
鷲
尾
氏
の
『
調
査
報
告
』
に
は11

、
上
神
宮
寺
に
「
大
師
堂
」
が
あ
っ
た
と
の
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
神
宮
寺
地
区
通
称
阿
弥
陀
堂
墓
地
に
は
、
僧
侶
の
墓
石
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
摩
滅
が
激
し
く

判
読
が
難
し
い
。
今
回
、
筆
者
は
再
調
査
を
行
い
、
新
た
に
「
権
大
僧
都
法
印
宥
隆
」
の
墓
石
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
は
、

宥
隆
の
寂
年
は
享
保
四
年(1719)

十
一
月
七
日
と
記
さ
れ
る
。

　

な
お
、
当
時
の
諏
訪
藩
主
は
第
三
代
忠
晴(1657-1695)

、
第
四
代
忠
虎(1695-1731)

で
、
忠
晴
は
寛
文
三
年(1663)

に
上
宮

五
十
石
、
下
宮
三
十
石
の
黒
印
地
を
寄
進
し
、
続
く
忠
虎
は
こ
れ
を
上
宮
百
石
、
下
宮
六
十
石
に
増
加
さ
せ
、
爾
来
歴
代
藩
主
の
恒
例

と
な
っ
た
。
寺
社
に
対
す
る
諏
訪
藩
の
崇
敬
は
極
め
て
深
く
、
諏
訪
神
社
以
外
の
寺
社
へ
の
寄
進
も
、
こ
の
頃
に
は
お
よ
そ
確
立
し
た

と
さ
れ
る11

。

　

宥
信

　

次
の
「
宥
信
」
は
先
の
「
宥
隆
」
と
別
筆
で
、
以
下
、「
信
盛
─
観
理
─
観
銑
」
ま
で
は
「
宥
信
」
と
同
筆
と
見
ら
れ
る
。
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「
宥
信
」
に
は
、
朱
書
で
「
此
代
江
戸
ヨ
リ
入
院
」
と
の
註
記
が
見
ら
れ
る
。

　

信
盛

　

続
く
「
信
盛
」
に
は
、
朱
書
で
「
普
賢
堂
石
□
建
立
」（
□
は
判
読
不
能
）
と
註
記
さ
れ
る
。

　
「
普
賢
堂
」
は
上
神
宮
寺
の
金
堂
に
あ
た
り
、
諏
訪
大
明
神
の
本
地
仏
で
あ
る
普
賢
菩
薩
が
安
置
さ
れ
た
。
そ
の
尊
像
は
、
現
在
は

諏
訪
市
四
賀
の
仏
法
紹
隆
寺
に
移
安
さ
れ
る
。
鷲
尾
氏
の
『
調
査
報
告
』
に
よ
る
と11

、
普
賢
堂
は
正
面
八
間
・
奥
行
六
間
半
の
規
模
で
、

も
と
坂
上
田
村
麻
呂
の
創
立
と
伝
え
、
久
明
親
王(1276-1328)

の
命
に
よ
り
、
知
久
行
長
・
行
将
が
再
建
し
た
と
伝
え
る
。

　

観
理

  

さ
ら
に
「
観
理
」
に
は
、
墨
書
で
「
寺
建
立
中
興
」
と
註
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
以
前
の
註
記
と
は
別
筆
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
何
を
建
立
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
江
戸
中
期
に
当
寺
を
隆
盛
に
導
い
た
人
物
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
観
理
」

の
右
上
に
、
別
の
註
記
が
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
が
、
料
紙
を
削
っ
て
削
除
し
て
お
り
、
判
読
で
き
な
い
。

　

観
銑

　

次
の
「
観
銑
」
に
は
特
に
註
記
は
な
い
。
他
に
伝
も
見
え
ず
、
不
詳
で
あ
る
。

　

先
の
「
宥
信
」
か
ら
「
観
銑
」
ま
で
、
さ
ら
に
は
本
史
料
右
上
の
「
神
宮
寺
開
山
良
弁
」、
左
上
の
「
神
護
景
雲

元
年

開
基
清
丸
」、
お
よ
び

「
宥
晃
─
宥
弁
─
宥
賢
」
の
訂
正
は
、
お
そ
ら
く
同
筆
と
見
ら
れ
、
観
銑
自
身
あ
る
い
は
そ
の
弟
子
が
、
こ
れ
を
書
き
加
え
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
本
史
料
は
、
中
院
流
に
連
な
る
上
神
宮
寺
歴
代
住
職
の
系
図
と
し
て
の
意
味
を
鮮
明
に
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
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る
。
ま
た
「
観
銑
」
の
次
に
は
、
当
初
は
「
何
某
」
の
僧
名
が
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
箇
所
は
紙
面
が
削
ら
れ
、
さ
ら
に
紙

が
貼
ら
れ
、
以
前
と
別
筆
に
よ
り
「
観
亮
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

　

観
亮

　
「
観
亮
」
の
名
前
は
、
訂
正
紙
の
上
に
記
さ
れ
て
お
り
、
加
え
て
「
観
亮
」
に
至
る
系
図
線
は
、
先
代
の
「
観
銑
」
か
ら
で
な
く
、

そ
の
前
の
「
観
理
」
か
ら
引
か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
観
亮
」
の
左
上
に
「
法
流
中
興
」
の
註
記
が
見
ら
れ
る
が
、
本
文
料
紙
の
上
に
直
接
記
さ
れ
た
も
の
で
、
本
来
は
「
観
亮
」

の
下
に
記
さ
れ
た
「
何
某
」
の
註
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
観
銑
か
ら
観
亮
に
至
る
間
に
、
何
か
し
ら
の
曲
折
が

あ
っ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

　

観
秀

　

さ
ら
に
「
観
亮
」
か
ら
別
筆
で
「
観
秀
─
観
照
」
と
記
さ
れ
、「
観
秀
」
に
は
「
表
門
再
建
」
と
の
註
が
あ
る
。

　

江
戸
末
期
に
、
上
宮
に
は
上
神
宮
寺
所
領
の
「
二
王
門
」、
法
華
寺
所
領
の
「
二
王
門
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が11

、
お
そ
ら
く
こ
れ

ら
伽
藍
の
二
王
門
と
は
別
に
、
本
坊
に
属
す
る
「
表
門
」
を
再
建
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

観
照

　

続
い
て
「
観
秀
」
と
同
筆
に
て
「
観
照
」
と
記
さ
れ
、「
中
興
庫
裏
再
建
」
の
註
が
あ
る
。「
庫
裏
」
も
本
坊
に
属
す
る
建
物
で
、
観

照
の
代
に
再
建
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



諏訪市萬福寺蔵『諏訪神社上宮神宮寺世代』翻刻と考察

143

　

な
お
本
史
料
の
表
紙
に
は
「
観
照
再
建

　
　

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
史
料
は
観
照
に
よ
っ
て
再
表
装
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の

表
紙
の
筆
は
、
本
文
中
の
「
観
秀
─
観
照
」
と
同
筆
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
両
者
を
追
記
し
た
の
も
、
観
照
自
身
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

観
秀
、
観
照
の
代
に
は
、
表
門
や
庫
裏
な
ど
本
坊
の
再
建
、
本
史
料
の
再
表
装
が
な
さ
れ
て
お
り
、
上
神
宮
寺
の
状
況
も
比
較
的
安

定
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

観
実

　
「
観
照
」
の
下
段
に
は
、
さ
ら
に
一
枚
の
白
紙
が
貼
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
筆
で
「
観
実
」、「
観
高
」、「
文
龍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
い
ず
れ
も
自
著
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
観
実
」
に
関
し
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
諏
訪
市
湖
南
の
善
光
寺
第
二
十
六
世
に
「
観
実
」
が
あ
る11

。
同
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
大
正
七

年(1918)

の
『
誌
料
』
に
は
、
観
実
が
善
光
寺
か
ら
上
神
宮
寺
へ
転
住
し
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り11

、
本
史
料
の
「
観
実
」
は
善
光
寺

の
観
実
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
観
実
は
寛
政
十
年(1798)

、
筑
摩
郡
古
見
村
（
現
在
東
筑
摩
郡
朝
日
村
）
の
上
条
氏
に
生
ま
れ
、
上

神
宮
寺
観
照
の
弟
子
と
な
っ
た
。
文
政
六
年(1823)
に
二
十
六
歳
で
善
光
寺
に
晋
山
し
、
天
保
十
一
年(1840)

に
四
十
三
歳
で
上
神

宮
寺
へ
と
転
住
し
た
と
い
う
。
そ
の
示
寂
は
安
政
五
年(1858)
六
月
八
日
、
世
寿
六
十
一
歳
と
さ
れ
る
。

　

観
実
は
文
政
九
年(1826)

、
善
光
寺
に
楼
形
式
の
山
門
を
建
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
楼
上
に
擬
宝
珠
高
欄
の
縁
を
ま
わ
し
、
二
重

繁
垂
木
に
反
り
の
美
し
い
屋
根
を
置
く
も
の
で
あ
る11

。
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観
高

　

続
く
「
観
高
」
に
は
、「
御
一
洗
還
俗
頼
高
」
と
の
註
記
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
維
新
に
よ
っ
て
観
高
は
、
還
俗
し
て
頼
高
と
改
名
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
観
高
こ
そ
が
、
上
神
宮
寺
の
最
後

の
住
職
と
考
え
ら
れ
る
。

　

鷲
尾
氏
の
『
調
査
報
告
』
に
よ
れ
ば11

、
廃
寺
と
な
っ
た
上
神
宮
寺
の
最
後
の
住
職
は
、
筑
摩
郡
古
見
村
（
現
在
東
筑
摩
郡
朝
日
村
）

に
斎
藤
槙
右
衛
門
の
五
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
安
政
五
年(1858)

に
上
神
宮
寺
住
職
と
な
り
、
法
印
権
大
僧
都
の
僧
位
に
あ
っ
た
が
、

明
治
元
年(1868)

に
官
命
に
よ
っ
て
還
俗
し
、
神
職
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、そ
の
際
の
還
俗
名
は
、始
め「
神
原
図
書
」と
称
し
、後
に「
神
原
真
臣
」に
改
め
た
と
い
う
。
先
の「
観
高
」の
註
記
に
は「
還

俗
頼
高
」
と
あ
り
、「
図
書
」
や
「
真
臣
」
と
は
一
致
せ
ず
、最
後
の
上
神
宮
寺
住
職
何
某
が
、実
際
に
「
観
高
」
で
、ま
た
還
俗
名
が
「
頼

高
」
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
俄
に
は
判
断
が
つ
か
な
い
。

　

た
だ
、
こ
の
時
に
還
俗
し
た
他
の
諏
訪
社
神
宮
寺
住
職
の
還
俗
名
に
つ
い
て
、
鷲
尾
氏
の
『
調
査
報
告
』
は11

、

    

上
神
宮
寺
住
職　

権
大
僧
都
法
印
何
某　

神
原
図
書　

の
ち
神
原
真
臣

    　

如
法
院
住
職　

権
大
僧
都
法
印
何
某　

瀧
澤
刑
部　

の
ち
瀧
澤
昌
雄

    　

蓮
池
院
住
職　

権
大
僧
都
法
印
何
某　

七
嶋
大
蔵　

の
ち
七
嶋
保

    　

法
華
寺
住
職　

権
大
僧
都
法
印
何
某　

北
條
大
学　

の
ち
北
條
繁

    

下
神
宮
寺
住
職　

権
大
僧
都
法
印
何
某　

神
山
斎
宮

    　

三
精
寺
住
職　

権
大
僧
都
法
印
何
某　

浮
島
主
殿

    　

観
照
寺
住
職　

権
大
僧
都
法
印
何
某　

秋
元
修
理
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と
伝
え
て
お
り
、
還
俗
直
後
の
名
称
は
「
図
書
」「
刑
部
」「
大
蔵
」
な
ど
の
官
職
名
、
つ
ま
り
仮
名
を
以
て
表
さ
れ
、
実
名
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
『
調
査
報
告
』
に
は
、
右
記
の
住
職
以
外
に
も
、
還
俗
し
た
僧
坊
の
住
持
に
つ
い
て
の
記
録
も
あ
る
が
、
そ
の
中
に

「
頼
高
」
と
改
名
し
た
者
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
「
頼
」
字
は
、江
戸
期
の
諏
方
大
祝
家
が
代
々
継
承
す
る
字
で11

、諏
訪
に
あ
っ
て
は
特
別
な
字
で
あ
る
。「
観
高
」
か
ら
「
頼

高
」
へ
の
改
名
は
「
頼
」
字
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
観
高
が
最
後
の
上
神
宮
寺
住
職
で
あ
っ
て
、
そ
の
還
俗
名
は
頼
高

で
あ
っ
た
と
見
な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
神
宮
寺
地
区
通
称
阿
弥
陀
堂
墓
地
に
は
、「
神
原
頼
高
」
の
墓
が
あ
る
。
墓
石
の
裏
面
の
銘
は
、
摩
滅
が
激
し
い
も
の
の
、

か
ろ
う
じ
て
「
元
神
宮
寺
六
十
世
／
神
原
氏
和
気
朝
臣
神
頼
高
墓
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
こ
の
墓
は
、
上
神
宮
寺
最
後
の
住

職
の
墓
と
さ
れ
て
き
た
が
、本
史
料
に
よ
り
、確
か
に
そ
れ
が
正
し
く
、ま
た
そ
の
僧
名
が
「
観
高
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。

　

文
龍

　

本
史
料
の
最
後
に
自
著
し
た
「
文
龍
」
は
、
お
そ
ら
く
観
高
の
弟
子
で
、
上
神
宮
寺
に
住
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

文
龍
は
、
上
神
宮
寺
の
廃
寺
後
、
ま
ず
は
昌
林
寺
へ
移
り
、
さ
ら
に
明
治
八
年(1875)

に
萬
福
寺
住
職
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
本

史
料
と
と
も
に
、
五
重
塔
の
五
智
如
来
を
移
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

約
二
百
年
の
間
、
加
筆
・
訂
正
さ
れ
な
が
ら
、
上
神
宮
寺
の
住
職
に
継
承
さ
れ
た
本
史
料
は
、
そ
の
正
統
性
を
示
す
重
要
な
寺
宝
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
所
持
し
自
著
し
た
文
龍
は
、
ま
さ
に
上
神
宮
寺
の
法
脈
を
受
け
継
い
だ
最
後
の
人
物
で
あ
っ
た
。

　

な
お
文
龍
は
、
明
治
十
三
年(1880)

に
示
寂
す
る
ま
で
萬
福
寺
に
住
し
た
。
そ
の
間
、
当
寺
に
置
か
れ
た
上
桑
原
学
校
の
教
員
も

務
め
て
い
る
。
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お
わ
り
に

　

諏
訪
神
社
上
宮
神
宮
寺
（
上
神
宮
寺
）
に
伝
来
し
た
本
史
料
に
よ
り
、
当
寺
の
密
教
事
相
の
法
流
が
、
高
野
山
の
中
院
流
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
初
め
、
上
神
宮
寺
の
宥
誉(?-1558~70)

は
、
高
野
山
龍
光
院
の
昉
宥(?-1506)

よ
り
中
院
流
を

受
け
、
当
寺
の
法
流
を
中
興
し
て
い
る
。
ま
た
続
く
頼
盛(?-1590)

は
、
織
田
信
長
の
没
後
、
諏
訪
家
の
再
興
を
図
っ
た
諏
訪
頼
忠

(1536-1606)

よ
り
、「
頼
」
字
を
賜
っ
た
。

　

さ
ら
に
江
戸
期
に
入
り
、
祐
鏡
の
代
に
そ
の
法
流
は
退
転
し
、
ま
た
宥
海
の
代
に
は
寺
が
建
立
さ
れ
る
。
そ
れ
は
年
代
的
に
見
て
、

諏
訪
家
の
初
代
藩
主
・
諏
訪
頼
水(1571-1641)

の
治
世
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

  

そ
し
て
江
戸
初
期
に
は
、
高
野
山
金
剛
頂
院
の
栄
範(1580-1676)

よ
り
、
上
神
宮
寺
の
尊
能(?-1647)

へ
と
再
び
中
院
流
が
伝

え
ら
れ
た
。
同
時
期
に
下
神
宮
寺
の
憲
瑜(?-1671)
や
諏
訪
善
光
寺
の
尊
智(?-1695)

も
、
栄
範
か
ら
中
院
流
を
受
け
て
お
り
、
と

も
に
法
流
中
興
の
気
運
が
高
ま
っ
た
時
期
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
史
料
も
、
ま
ず
は
尊
能
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

続
く
忠
憲
は
、
第
二
代
藩
主
・
諏
訪
忠
恒(1595-1657)
よ
り
、「
忠
」
字
を
賜
っ
た
。

　

そ
の
後
、
宥
隆(?-1719)

が
大
師
堂
を
建
立
、
信
盛
が
普
賢
堂
石
□
を
建
立
、
観
理
が
寺
を
建
立
、
観
秀
が
表
門
を
再
建
、
観
照

が
庫
裏
を
再
建
す
る
な
ど
、
江
戸
後
期
に
至
る
ま
で
、
伽
藍
や
本
坊
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
観
亮
の
代
で
法
脈
の
曲
折
が
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
が
、
寺
勢
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

明
治
元
年(1868)

の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、
上
神
宮
寺
を
は
じ
め
諏
訪
神
社
の
別
当
七
ケ
寺
は
す
べ
て
廃
寺
と
な
り
、
殆
ど
の
記
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録
が
散
逸
し
た
。
そ
の
時
、
最
後
の
上
神
宮
寺
住
職
を
務
め
た
観
高
は
還
俗
し
、「
頼
高
」
と
改
名
し
て
神
職
と
な
っ
た
が
、
そ
の
弟

子
の
文
龍(1802-1880)

は
、
昌
林
寺
、
そ
し
て
萬
福
寺
へ
と
移
っ
た
。
そ
の
際
、
文
龍
が
本
史
料
を
所
持
し
た
た
め
、
こ
れ
が
今

に
伝
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

本
史
料
は
、
上
神
宮
寺
に
約
二
百
年
間
継
承
さ
れ
た
血
脈
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
と
も
に
、
学
術
的
に
も
有
益
な
史
料
と
な

り
う
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
当
寺
に
つ
い
て
、
そ
の
変
遷
を
通
観
す
る
こ
と
は
史
料
的
に
難
し
か
っ
た
が
、
今
回
、
上
神
宮
寺
の
法
流
、
住
職
、
沿
革

に
つ
い
て
、
僅
か
な
が
ら
も
貴
重
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
こ
れ
を
基
礎
に
、
諸
資
料
と
の
比
較
検
討
を
重
ね
な
が
ら
、

他
の
諏
訪
社
神
宮
寺
の
状
況
も
含
め
、
少
し
ず
つ
解
明
を
試
み
て
い
き
た
い
。

　

附
、
本
史
料
に
見
る
上
神
宮
寺
歴
代
住
職
一
覧

僧
名

生
年

寂
年

本
史
料
の
註
記

備
考

宥
誉

1558-70

諏
訪
法
流
中
興 
高
野
山
龍
光
院
昉
宥(?-1506)

よ
り
中
院
流
を
受
け
る
。

頼
盛

1590  

諏
方
氏
ヨ
リ
賜
頼
字
頼
盛

諏
訪
頼
忠(1536-1606)

よ
り
、「
頼
」
字
を
賜
る
。

祐
元

1603 

天
正
十
二
年(1584)

、
上
宮
に
紺
紙
金
字
『
法
華
経
』
を
奉
納
す
る
。

祐
鏡

法
流
此
代
退
転
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清
雄

1622 

※
天
正
年
間(1573-92)

、
下
神
宮
寺
南
光
坊
に
住
し
た
清
雄
と
同
一
で

　

あ
ろ
う
。

栄
範

宥
海

寺
建
立

重
慶

尊
能

1647

此
代
法
流
中
興

神
変
山
改

高
野
山
金
剛
頂
院
栄
範(1580-1676)

よ
り
中
院
流
を
受
け
る
。

本
史
料
を
作
成
。
寛
永
八
年(1631)

当
時
、
智
積
院
に
て
学
ぶ
。

※
三
精
寺
慶
尊
の
弟
子
で
、
下
神
宮
寺
千
手
坊
に
住
し
、
後
に
三
精
寺

　

に
転
住
し
た
尊
能
と
同
一
で
あ
ろ
う
。

忠
憲

此
代
諏
方
氏
ヨ
リ
賜
忠
字

諏
訪
忠
恒(1595-1657)

よ
り
、「
忠
」
字
を
賜
る
。

宥
晃

1655 

※
高
野
山
西
禅
院
覚
運(?-1650)

よ
り
中
院
流
を
受
け
た
下
神
宮
寺
第

　

二
十
九
世
宥
晃
と
同
一
で
あ
ろ
う
。

宥
弁

(1671) 

※
萬
福
寺
第
一
世
、
真
徳
寺
第
三
世
の
宥
弁
と
同
一
か
。

宥
賢

1688 

※
照
光
寺
第
八
世
の
宥
賢
と
同
一
。

宥
隆

1719 

此
代
大
師
堂
建
立 

宥
信

此
代
江
戸
ヨ
リ
入
院

信
盛

普
賢
堂
石
□
建
立

観
理

寺
建
立
中
興 

観
銑

観
亮
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観
秀

表
門
再
建

観
照

中
興
庫
裏
再
建

観
実

1798
1858 

筑
摩
郡
古
見
村
の
上
条
氏
に
生
ま
れ
る
。
上
神
宮
寺
観
照
の
弟
子
。

文
政
六
年(1823)

、
善
光
寺
第
二
十
六
世
住
職
と
な
る
。

文
政
九
年(1826)

、
善
光
寺
に
楼
形
式
の
山
門
を
建
立
す
る
。

天
保
十
一
年(1840)

、
上
神
宮
寺
へ
と
転
住
す
る
。

観
高

御
一
洗
還
俗
頼
高

筑
摩
郡
古
見
村
の
斎
藤
氏
に
生
ま
れ
る
。

安
政
五
年(1858)

、
上
神
宮
寺
住
職
と
な
る
。
上
神
宮
寺
最
後
の
住
職
。

明
治
元
年(1868)

、
還
俗
。
還
俗
名
は
「
頼
高
」。
神
職
と
な
る
。

文
龍

1880

廃
寺
後
、
昌
林
寺
、
の
ち
明
治
八
年(1875)

に
萬
福
寺
へ
と
移
る
。

萬
福
寺
に
置
か
れ
た
上
桑
原
学
校
の
教
員
を
務
め
る
。

註1
鷲
尾
順
敬
『
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
』（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
五
二
〜
七
頁
）

2
『
改
訂
諏
訪
市
の
文
化
財
』（
諏
訪
市
教
育
委
員
会
・
一
九
九
七
年
・
三
二
六
〜
七
頁
）。
現
在
は
諏
訪
教
育
会
の
所
有
で
、
諏
訪
市
博
物
館
に
寄
託
さ
れ

る
。
平
成
十
六
年(2004)

、
長
野
県
宝
に
指
定
さ
れ
た
。

3
織
田
顕
行
「
岡
谷
・
平
福
寺
阿
弥
陀
如
来
坐
像
に
つ
い
て
」（『
飯
田
市
美
術
博
物
館
研
究
紀
要
』
九
・
一
九
九
九
年
）。
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
岡
谷
市
長
地
柴

宮
の
平
福
寺
（
真
言
宗
智
山
派
・
も
と
金
剛
頂
院
末
）
に
移
安
さ
れ
る
。
平
成
八
年(1996

）、
長
野
県
宝
に
指
定
さ
れ
た
。

4
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
祭
一
、三
（
今
井
広
亀
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
下
諏
訪
町
博
物
館
・
一
九
七
九
年
・
八
九
、一
〇
〇
頁
）。
本
書
に
は
、
文
明
四
年
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(1472)

に
伊
那
出
身
の
僧
宗
詢
が
高
野
山
悉
地
院
に
て
書
写
し
、
諏
訪
に
て
上
社
権
祝
家
に
伝
え
ら
れ
、
の
ち
に
神
長
官
家
に
所
蔵
さ
れ
た
「
権
祝
本
」

の
影
印
版
が
掲
載
さ
れ
る
。

5
『
下
諏
訪
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
』（
宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
三
二
〇
〜
五
六
頁
）

6
『
諏
訪
史
』
四
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
）、『
諏
訪
市
史
』
下
（
諏
訪
市
役
所
・
一
九
七
六
年
）、『
増
訂
下
諏
訪
町
誌
』
上
（
甲
陽
書
房
・
一
九
八
五
年
）

7
『
語
り
継
ぎ
神
宮
寺
の
民
俗
』
下
（
神
宮
寺
公
民
館
民
俗
調
査
会
・
一
九
八
九
年
・
四
二
四
〜
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
元
年(1989)

七
月
、
諏
訪
市

神
宮
寺
地
区
通
称
阿
弥
陀
堂
墓
地
よ
り
、上
神
宮
寺
の
歴
代
住
職
の
墓
石
一
基
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、大
永
四
年(1524)

示
寂
の
祐
憲
よ
り
、

栄
範(

示
寂
年
記
載
ナ
シ)
ま
で
十
代
の
僧
名
が
刻
ま
れ
、
神
変
山
主
観
□
（
□
は
不
明
）
の
再
建
と
記
さ
れ
る
。

8
『
諏
訪
史
』
四
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
七
二
一
頁
）

9
彰
考
館
本
『
寺
院
本
末
帳
』「
新
義
真
言
宗
本
末
帳
七
」（『
江
戸
幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成
』
中
・
雄
山
閣
出
版
・
一
九
九
九
年
・
一
四
九
一
頁
）

10
か
つ
て
常
法
檀
林
で
あ
っ
た
仏
法
紹
隆
寺
に
は
、
鎌
倉
期
以
降
の
聖
教
二
千
点
以
上
が
所
蔵
さ
れ
、
信
州
大
学
日
本
文
学
分
野
に
よ
り
、
蔵
書
調
査
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
渡
辺
匡
一
「
仏
法
紹
隆
寺
覚
え
書
き
」（『
内
陸
文
化
研
究
』
三
・
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

11
『
諏
訪
の
名
刹
』
一
「
岩
窪
山
萬
福
寺
」（
南
信
日
日
新
聞
社
・
一
九
七
九
年
・
一
五
五
〜
六
二
頁
）

12
『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
三
「
龍
光
院
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
四
・
一
五
二
頁
）

13
『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
三
「
龍
光
院
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
四
・
一
五
二
頁
）。
た
だ
し
秀
尊
の
み
、「
或
ハ
野
ノ
下
州
ト
云
」
と
の
割
注
が
あ
る
。

14
『
紀
伊
続
風
土
記
』
三
一
「
山
主
検
校
次
第
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
八
・
三
〇
一
頁
）

15
『
紀
伊
続
風
土
記
』
一
六
「
寺
家
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
七
・
二
一
二
〜
三
頁
）

16
『
紀
伊
続
風
土
記
』
一
六
「
寺
家
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
七
・
二
一
六
頁
）

17
『
語
り
継
ぎ
神
宮
寺
の
民
俗
』
下
（
神
宮
寺
公
民
館
民
俗
調
査
会
・
一
九
八
九
年
・
四
二
四
〜
七
頁
）
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18
『
諏
訪
史
』
三
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
五
四
年
・
二
六
九
頁
、
二
八
六
頁
）

19
「
武
田
晴
信
寄
進
状
」（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
三
・
三
五
五
頁
）

20
「
武
田
勝
頼
安
堵
状
」（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
三
・
三
九
九
〜
四
〇
〇
頁
）

21
「
諏
訪
頼
忠
神
輿
再
造
事
書
」（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
三
・
二
一
五
頁
）

22
「
諏
訪
頼
忠
書
状
」（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
三
・
三
五
七
頁
）

23
「
諏
訪
頼
忠
神
輿
再
造
事
書
」（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
三
・
二
一
五
頁
）

24
『
祈
り
の
時
代
─
仏
さ
ま
の
美
術
─
諏
訪
市
の
文
化
財
を
中
心
に
』（
財
団
法
人
サ
ン
リ
ツ
服
部
美
術
館
・
二
〇
一
〇
年
・
五
八
頁
）

25
『
下
諏
訪
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
』（
宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
三
二
二
頁
、
三
五
三
頁
）

26
『
諏
訪
史
』
四
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
七
三
八
頁
）

27
『
紀
伊
続
風
土
記
』
三
一
「
山
主
検
校
次
第
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
八
・
三
一
三
頁
）

28
『
紀
伊
続
風
土
記
』
三
一
「
山
主
検
校
次
第
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
八
・
三
一
四
頁
）、『
同
』
三
六
「
高
僧
行
状
」（『
同
』
三
九
・
五
〇
〜
一
頁
）

29
『
紀
伊
続
風
土
記
』
一
八
「
寺
家
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
七
・
三
〇
八
〜
一
二
頁
）

30
俵
塚
義
光
「
明
治
以
後
の
高
野
山
典
籍
談
」（『
密
教
研
究
』
六
〇
・
一
九
三
六
年
）

31
日
野
西
眞
定
「
史
料
紹
介
・
大
楽
院
信
堅
撰
『
信
堅
院
号
帳
』
多
聞
院
重
儀
撰
『
高
野
山
本
院
』」（『
堯
榮
文
庫
研
究
紀
要
』
一
・
一
九
九
七
年
）

32
三
浦
章
夫
『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』
二
（
興
教
大
師
八
百
年
遠
忌
局
出
版
部
・
一
九
四
三
年
・
一
二
二
八
頁
）

33
『
続
宝
簡
集
』
四
九
（『
大
日
本
古
文
書
』
一
「
高
野
山
文
書
」
三
・
四
六
頁
、
五
〇
頁
）

34
『
紀
伊
続
風
土
記
』
一
八
「
寺
家
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
七
・
三
一
一
〜
二
頁
）

35
高
野
山
金
剛
頂
院
の
末
寺
に
つ
い
て
、前
揚
註(

9)

の
水
戸
彰
考
館
本『
寺
院
本
末
帳
』を
見
る
と
、寛
政
三
年(1791)

書
上
げ
の「
古
義
真
言
宗
本
末
牒
」
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に
、大
和
一
、甲
斐
十
六
、信
濃
二
十
七
、備
前
五
、筑
前
三
の
末
寺
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
寛
政
七
年(1795)

書
上
げ
の「
新
義
真
言
宗
本
末
帳
」

に
は
、信
濃
に
二
十
五
の
末
寺
（
古
義
牒
と
重
複
）
が
見
え
る
。
そ
の
中
で
朱
印
地
を
領
す
る
寺
院
と
し
て
は
、甲
斐
に
薬
王
寺
（
朱
印
二
十
八
石
八
斗
・

孫
末
寺
二
・
門
徒
二
）、
光
勝
寺
（
朱
印
七
石
二
斗
）、
信
濃
に
上
神
宮
寺
（
朱
印
上
諏
訪
千
石
之
内
百
石
・
孫
末
寺
二
・
門
徒
八
）、
如
法
院
（
朱
印
上

諏
訪
千
石
之
内
二
十
石
・
末
寺
三
）、
蓮
池
院
（
朱
印
上
諏
訪
千
石
之
内
十
五
石
・
門
徒
一
）、
下
神
宮
寺
（
朱
印
下
諏
訪
五
百
石
之
内
六
三
石
五
斗
・
孫

末
寺
一
・
門
徒
四
）、観
照
寺
（
朱
印
下
諏
訪
五
百
石
之
内
四
十
石
・
門
徒
一
）、三
精
寺
（
朱
印
下
諏
訪
五
百
石
之
内
十
石
）
が
記
録
さ
れ
る
。
信
濃
の
六
ヶ

寺
は
い
ず
れ
も
諏
訪
神
社
の
別
当
寺
で
、
特
に
上
神
宮
寺
は
、
朱
印
地
・
孫
末
寺
・
門
徒
の
数
か
ら
い
っ
て
も
、
最
も
規
模
が
大
き
か
っ
た
と
確
認
さ
れ
る
。

36
『
下
諏
訪
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
』（
宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
三
三
一
〜
二
頁
）

37
『
下
諏
訪
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
』（
宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
三
五
三
頁
）

38
『
下
諏
訪
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
』（
宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
三
二
二
頁
）

39
『
諏
訪
の
名
刹
』
一
「
清
龍
山
長
円
寺
」（
南
信
日
日
新
聞
社
・
一
九
七
九
年
・
一
七
五
頁
）

40
『
諏
訪
史
』
四
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
一
七
九
〜
八
〇
頁
）
に
、
鮎
沢
政
彦
氏
の
手
記
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
鉄
塔
は
、
昭
和

四
十
六
年(1971)

、
諏
訪
市
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

41
『
諏
訪
家
譜
』
一
（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
五
・
五
三
頁
）

42
『
諏
訪
史
』
四
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
一
七
一
〜
二
頁
）
に
、
こ
の
社
領
寄
進
状
の
影
印
が
掲
載
さ
れ
る
。
な
お
、
上
宮
千
石
・
下
宮
五
百
石

の
社
領
の
う
ち
、
寺
院
に
割
り
当
て
ら
れ
た
朱
印
地
は
、
前
掲
註(
35)

に
記
載
し
た
寛
政
七
年(1795)

の
『
本
末
帳
』
が
参
考
と
な
る
。
法
華
寺
に

つ
い
て
は
、
本
書
に
朱
印
地
の
記
載
が
な
く
不
明
で
あ
る
。
な
お
鷲
尾
氏
の
『
調
査
報
告
』
は
、
江
戸
末
期
の
諏
訪
社
神
宮
寺
の
寺
領
に
つ
い
て
、
上

神
宮
寺
（
二
十
五
石
）、
如
法
院
（
二
十
石
）、
蓮
池
院
（
十
五
石
）、
法
華
寺
（
二
十
石
）、
下
神
宮
寺
（
三
十
石
）
と
記
録
し
て
い
る
（
前
掲
註(

1)

四
五
二
〜
五
頁
）。
先
の
寛
政
七
年(1795)

『
本
末
帳
』
と
比
べ
る
と
、
如
法
院
、
蓮
池
院
は
増
減
が
な
い
も
の
の
、
上
神
宮
寺
は
四
分
の
一
、
下
神
宮
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寺
は
半
分
に
減
少
し
て
い
る
。
法
華
寺
、
三
精
寺
、
観
照
寺
は
い
ず
れ
か
の
史
料
に
記
載
が
な
く
比
較
不
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
時
点
で
は

資
料
が
不
足
し
て
お
り
、
諏
訪
社
神
宮
寺
の
所
領
の
実
状
に
つ
い
て
は
、
俄
に
は
判
断
で
き
な
い
。

43
『
下
諏
訪
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
』（
宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
三
四
〇
頁
）

44
『
下
諏
訪
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
』（
宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
三
三
九
頁
）

45
『
紀
伊
続
風
土
記
』
三
一
「
山
主
検
校
次
第
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
三
八
・
三
一
〇
頁
）

46
『
諏
訪
の
名
刹
』
一
「
長
河
山
真
徳
寺
」（
南
信
日
日
新
聞
社
・
一
九
七
九
年
・
一
九
〇
頁
）

47
原
輝
美
『
信
濃
国
諏
訪
郡
湖
南
村
南
真
志
野
区
松
尾
山
善
光
密
寺
誌
料
』（
善
光
寺
所
蔵
・
一
九
一
八
年
・
一
九
〜
二
〇
頁
）

48
『
諏
訪
の
名
刹
』
一
「
城
向
山
照
光
寺
」（
南
信
日
日
新
聞
社
・
一
九
七
九
年
・
二
二
頁
）

49
宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』（
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
八
八
〜
九
頁
）

50
『
木
曽
路
名
所
図
会
』（
名
著
出
版
・
一
九
七
二
年
・
三
二
六
〜
三
〇
頁
）

51
鷲
尾
順
敬
『
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
』（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
五
三
〜
五
頁
）

52
『
諏
訪
史
』
四
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
一
八
八
頁
）

53
鷲
尾
順
敬
『
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
』（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
五
三
〜
四
頁
）

54
鷲
尾
順
敬
『
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
』（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
五
四
〜
五
頁
）

55
『
諏
訪
の
名
刹
』
一
「
松
尾
山
善
光
寺
」（
南
信
日
日
新
聞
社
・
一
九
七
九
年
・
一
四
〇
頁
）

56
原
輝
美
『
信
濃
国
諏
訪
郡
湖
南
村
南
真
志
野
区
松
尾
山
善
光
密
寺
誌
料
』（
善
光
寺
所
蔵
・
一
九
一
八
年
・
二
一
頁
）

57
『
改
訂
諏
訪
市
の
文
化
財
』（
諏
訪
市
教
育
委
員
会
・
一
九
九
七
年
・
二
六
〇
頁
）。
昭
和
四
十
九
年(1974)

、
諏
訪
市
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

58
鷲
尾
順
敬
『
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
』（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
七
七
、四
九
一
頁
）
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59
鷲
尾
順
敬
『
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
』（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
七
六
〜
八
頁
）

60
近
藤
敏
喬
『
古
代
豪
族
系
図
集
覽
』「
神
人
部
（
諏
訪
）」（
平
文
社
・
一
九
九
三
年
・
三
五
二
頁
）

〈
付
記
〉
本
史
料
お
よ
び
引
用
文
献
の
閲
覧
に
は
、
萬
福
寺
住
職
・
熊
木
照
衍
尼
、
善
光
寺
住
職
・
加
藤
聖
麟
師
よ
り
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。

ま
た
渡
辺
匡
一
、
高
橋
秀
城
、
佐
々
木
覚
如
、
各
先
生
よ
り
御
助
言
を
頂
き
ま
し
た
。
記
し
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
諏
訪
大
社
、
別
当
寺
、
中
院
流
、
龍
光
院
、
昉
宥
、
宥
誉
、
金
剛
頂
院
、
栄
範
、
尊
能
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【
凡
例
】

一
、
底
本
は
、
長
野
県
諏
訪
市
萬
福
寺
蔵
『〔
諏
訪
神
社
上
宮
神
宮
寺
世
代
〕』
一
幅
で
あ
る
。

一
、
漢
字
は
底
本
の
通
り
と
し
た
。

一
、
僧
名
の
位
置
、
系
図
の
線
な
ど
、
で
き
る
だ
け
底
本
の
体
裁
を
再
現
し
た
。

一
、
本
文
料
紙
に
紙
を
貼
っ
て
い
る
箇
所
は
、
ミ
シ
ン
罫
（　
　
　

 

）
で
囲
っ
た
。                                            

一
、
本
文
料
紙
が
削
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
、
波
罫
（　
　
　

）
で
囲
っ
た
。                                               

一
、
僧
名
に
書
き
添
え
ら
れ
た
傍
注
は
、
任
意
に
番
号
を
付
け
、
翻
刻
本
文
の
後
に
一
括
し
て
掲
載
し
た
。

一
、
傍
注
は
、
基
本
的
に
僧
名
の
右
上
に
付
さ
れ
る
が
、
例
外
と
し
て
左
上
に
あ
る
場
合
は
、
註
記
の
下
に
（
左
上
）
と
示
し
た
。

　
　

な
お
朱
書
の
場
合
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
し
た
。
ま
た
擦
れ
等
に
よ
り
判
読
不
能
の
文
字
は
□
で
表
し
た
。

【
本
文
翻
刻
】

　

次
ペ
ー
ジ
よ
り
、
見
開
き
２
ペ
ー
ジ
を
本
史
料
の
横
幅
に
当
て
て
い
る
。
以
下
、
２
ペ
ー
ジ
ず
つ
進
み
、
計
８
ペ
ー
ジ
で
本
史
料
の

下
段
に
至
る
。

　

な
お
、
系
図
線
の
横
へ
の
接
続
は
見
開
き
の
通
り
で
あ
り
、
縦
へ
の
接
続
は
①
の
よ
う
に
丸
数
字
で
示
し
た
。
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神
宮
寺
開
山
良
辨　
　
　
　
　
　
　
　

源11
＊　

仁　
　
　
　
　
　
　
　

益11
＊　

信　
　
　
　
　
　
　
　

寛11
＊　

平　
　
　
　
　
　
　

①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖11
＊　

寳                            
                                                                                                 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真9
＊　

雅                              
                                                                            

　
　
　

大　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観11
＊　

賢　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

                                          

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弘8
＊　

法                      
                                    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淳11
＊　

祐　

                    
                     

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

恵7
＊　

果                      
                  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元11
＊　

杲                      
                        

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不5
＊　

空                      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁11
＊　

海                      

　

神
宮
寺
開
山
良
辨　
　
　
　
　
　
　
　

源11
＊　

仁　
　
　
　
　
　
　
　

益11
＊　

信　
　
　
　
　
　
　
　

寛11
＊　

平　
　
　
　
　
　
　

①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖11
＊　

寳                            
                                                                                                 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真9
＊　

雅                              
                                                                            

　
　
　

大　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観11
＊　

賢　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

                                          

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弘8
＊　

法                      
                                    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淳11
＊　

祐　

                    
                     

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

恵7
＊　

果                      
                  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元11
＊　

杲                      
                        

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不5
＊　

空                      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁11
＊　

海                      
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金3
＊　

智

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成11
＊　

尊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

                          
                                 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

龍2
＊　

智　
　
　
　
　
　
　
　

明11
＊　

算                            
                                
                                          

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良11
＊　

禅                             

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

龍1
＊　

猛                              
                                              

　
　
　

金　

薩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼　

賢                            
                                                          

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無4
＊　

畏                         

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定　

兼                        
                                                        　

　
　
　
　
　
　
　
　

                                                                        　
　
　
　

   

神
護
景
雲

元
年

開
基
清
丸　
　
　
　
　
　
　
　

一6
＊　

行　
　
　
　
　
　
　
　

明　

任　
　
　
　
　
　
　
　

道　

範　
　
　
　
　
　
　

④
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①　
　
　
　
　
　

寛　

空　
　
　
　
　
　

寛11
＊　

朝　
　
　
　
　
　

濟　

信　
　
　
　
　
　

性11
＊　

信　
　
　
　
　

寛　

助　
　
　
　
　

⑤

②　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

範11
＊　

俊　
　
　
　
　

嚴　

覺　
　
　
　
　

⑥

                                                　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賢11
＊　

覚　
　
　
　
　

宗11
＊　

命       
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③　
　
　
　
　
　

義　

範　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖11
＊　

賢　
　
　
　
　

源　

運　
　
　
　
　

⑦

                                                                                 
                                                               

　
　
　
　
　
　
　

勝11
＊　

覚                                                 
                                                                                           
                                                                                                

　
　
　
　
　
　
　

定11
＊　

海　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

實11
＊　

運　
　
　
　
　

勝11
＊　

賢　
　
　
　
　

⑧

                                                                       
                                                             

　
　
　
　
　
　
　

元11
＊　

海                                                 

④　
　
　
　
　
　

賢　

定　
　
　
　

仁　

然　
　
　
　

源　

秀　
　
　
　

玄　

海　
　
　
　

快　

成　
　
　
　

信　

弘　
　
　
　
　

⑨
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⑤　
　
　
　
　
　

覚11
＊　

法　
　
　
　
　
　

覚11
＊　

性　
　
　
　
　
　

守　

覚　
　
　
　
　
　

道　

法　
　
　
　
　

道　

助　
　
　
　
　

⑩

                                                         

                                                                                         

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖11
＊　

惠

　
　
　
　
　
　
　

増11
＊　

俊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑪

                 

⑥　
　
　
　
　
　

寛11
＊　

信　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永11
＊　

嚴        
                      

　
　
　
　
　
　
　

宗11
＊　

意                        

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信11
＊　

證        
                        
                        

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚11
＊　

鑁        
                       
                        

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛11
＊　

遍        
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深　

賢                                             
                                                      

⑦　
　
　
　
　
　
　

杲　

海　
　
　
　
　
　

賢　

海　
　
　
　
　

實　

賢                                             

⑧　
　
　
　
　
　
　

成11
＊　

賢　
　
　
　
　
　

憲11
＊　

深　
　
　
　
　

定　

済　
　
　
　
　
　
　

定　

勝                         
                                                       

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光11
＊　

賢　
　
　
　
　

實11
＊　

深　
　
　
　
　
　
　

定11
＊　

暁                   
                                                                       

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

意　

教                                                                 
                                                                        

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道11
＊　

教                                                           

⑨　
　
　
　
　
　

頼　

圓　
　
　
　
　
　

長　

覚　
　
　
　
　
　

重　

深　
　
　
　
　
　

長　

任　
　
　
　
　

任　

学　
　
　
　
　

⑫
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觀11
＊　

照　
　
　
　

觀　

實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観11
＊　

秀　
　
　
　

觀11
＊　

高

⑩　
　
　
　

道　

深　
　
　
　

法　

助　
　
　
　

性11
＊　

仁　
　
　
　

禅　

助　
　
　
　

寛　

性　
　
　
　

観11
＊　

亮　
　
　
　

文　

龍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観　

銑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観11
＊　

理       

⑪　
　
　
　

任　

覚　
　
　

最　

寛　
　
　

宏　

教　
　
　

元　

瑜　
　
　

頼　

遍            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信11
＊　

盛          
           

　
　
　
　
　

貞　

雅　
　
　

俊　

譽　
　
　

長　

覚　
　
　

長　

任　
　
　

覚　

日　
　
　
　
　
　
　
　

宥11
＊　

信            
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＊
17
性
仁
…
一
品
親
王

＊
18
聖
惠
…
花
蔵
院
流

＊
19
永
嚴
…
保
壽
院
流

＊
20
信
證
…
西
院
流

＊
21
覚
鑁
…
傳
法
院
流　

興
教
大
師

＊
22
寛
遍
…
忍
辱
山
流

＊
23
聖
寳
…
酉
酉
元
祖　

理
源
大
師

＊
24
観
賢
…
般
若
寺

＊
25
淳
祐
…
石
山
供
奉

＊
26
元
杲
…
延
命
院

＊
27
仁
海
…
小
野
始
リ

＊
28
成
尊
…
小
野
寺

＊
29
範
俊
…
号
小
野
僧
正　

亦
鳥
羽
僧
正
ト
モ

＊
30
増
俊
…
随
心
院
流

＊
31
寛
信
…
勧
修
寺
流

＊
32
宗
意
…
安
祥
寺
流

本
史
料
の
傍
注
一
覧

＊
1
龍
猛
…
南
天
三
百
歳

＊
2
龍
智
…
南
天
八
百
歳

＊
3
金
智
…
南
印
七
十
三

＊
4
無
畏
…
中
天
竺

＊
5
不
空
…
南
天
竺

＊
6
一
行
…
大
唐

＊
7
恵
果
…
大
唐
六
十

＊
8
弘
法
…
本
朝
元
祖

＊
9
真
雅
…
貞
観
寺　

法
光
大
師

＊
10
源
仁
…
南
池
院　

能
□
大
師

＊
11
益
信
…
仁
和
寺　

園
城
寺
僧
正
ト
モ　

師
範
本
覚
大
師

＊
12
寛
平
…
法
王
（
左
上
）

＊
13
寛
朝
…
廣
澤
始
聖
明
音
曲
モ
始

＊
14
性
信
…
仁
聖
親
王

＊
15
覚
法
…
二
品
親
王

＊
16
覚
性
…
鳥
羽
院
法
務
宮　

惣
法
務
宮
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＊
51
頼
盛
…
諏
方
氏
ヨ
リ
賜
頼
字
頼
盛

＊
52
祐
鏡
…
法
流
此
代
退
轉

＊
53
宥
海
…
寺
建
立

＊
54
尊
能
…
此
代
法
流
中
興　

神
変
山
改

＊
55
忠
憲
…
此
代
諏
方
氏
ヨ
リ
賜
忠
字

＊
56
宥
隆
…
此
代
大
師
堂
建
立

＊
57
宥
信
…
此
代
江
戸
ヨ
リ
入
院

＊
58
信
盛
…
普
賢
堂
石
□
建
立

＊
59
観
理
…
寺
建
立
中
興

＊
60
観
亮
…
法
流
中
興
（
左
上
）

＊
61
観
秀
…
表
門
再
建

＊
62
觀
照
…
中
興
庫
裏
再
建

＊
63
觀
高
…
御
一
洗
還
俗
頼
高

＊
33
勝
覚
…
三
宝
院
流

＊
34
賢
覚
…
理
性
院
流

＊
35
宗
命
…
理
性
院
流

＊
36
聖
賢
…
金
剛
王
院
流

＊
37
定
海
…
三
宝
院

＊
38
元
海
…
松
橋
元
祖

＊
39
實
運
…
三

＊
40
勝
賢
…
三

＊
41
成
賢
…
三

＊
42
憲
深
…
報
恩
院
元
祖
検
校

＊
43
光
寳
…
観
心
院
流

＊
44
道
教
…
地
蔵
院
流

＊
45
實
深
…
報
恩
院

＊
46
定
暁
…
妙
法
院

＊
47
明
算
…
中
院
元
祖

＊
48
良
禅
…
高
野
龍
光
院
也

＊
49
栄
範
…
金
剛
頂
院

＊
50
宥
誉
…
諏
方
法
流
中
興


